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【
翻
　
刻
】（
承
前
）

一�

、
寛
正
五
年
甲
申

四
月
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
白
杖
頼
春
南
郷
二
、・

御
幣
春
主
同

三
、・

散
米
春
富
、同
四
、旬

日
並
朝
夕
、朔
御
供
、公
方
本
六
種
本
申
等
、見
参
社
司
、

神
主
家
徳
・
正
預
延
祐
・
権
神
主
家
久
・
新
権
神
主
時
勝
・
次
預
延
胤
・
権
預
祐

前
・
神
官
預
祐
松
・
若
宮
神
主
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、
大
中

臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時
隆
・
師
和
・

家
統
、
不
参
社
司
、
権
預
祐
識
軽
服
、・

加
任
預
祐
文
計
会
、・

権
預
祐
仲
同
、・

権
預

延
盛
同
、・

権
預
祐
風
、
田
舎

下
向
、

一�

、
今
日
一
日
、夕

御
供
、
御
酒
三
、
御
殿
マ
テ
ハ

奉
備
進
テ
、役

人
若
宮
へ

マ
イ
ル
間
、
四

御
殿
ノ
分
不
備
進
、
而
御
酒
ヲ
ハ

若
宮
殿
ニ
テ

ウ
ツ
シ
テ
帰
参
之
間
、
四
御
殿
ノ
分
、

又
御
供
所
ヨ
リ

御
酒
ヲ

入
テ

持
参
□
備
進
、」
役
人
率
爾
故
也
、

一�

、
今
日
評
定
云
、
久
留
美
庄
春
請
分
未
到
来
之
間
、
差
上
職
事
神
人
、
可
致
催
促

田
原
次
郎
四
郎
方
之
由
申
付
了
、
則
北
郷
職
事
先
可
上
洛
之
由
、
加
下
知
畢
、

一�

、今
日
一
日

未
剋
、社
家
出
仕
之
時
分
、
三
御
殿
幷
四
御
殿
西
ノ
井
垣
ノ

男
柱
等
ニ
、羽

蟻
出

現
間
、
以
両
常
住
加
実
検
処
、
以
外
之
由
申
之
、
明
日
可
注
進
京
都
旨
一
決
畢
、

凡
羽
蟻
出
現
之
時
者
、
先
規
即
座
ニ

令
注
進
歟
、
雖
然
、
当
時
之
儀
毎
事
無
沙
汰

之
故
、
明
日
可
注
進
云
々
、

一��

、
二
日
、
羽
蟻
事
、
申
入
南
曹
弁
幷
伝
奏
畢
、
両
所
注
進
状
同
前
、　�　
　
　

」

　

�

当
社
三
・
四
御
殿
幷
井
垣
等
羽
蟻
出
現
事
、
奏
状
一
通
進
上
仕
候
、
以
此
旨
可
有

御
披
露
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

四
月
二
日　
　
　
　
　

�

春
日
執
行
正
預
延
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　

神　

主　

家
徳

　

謹
上　

宿
院
御
目
代
殿

　

春
日
社
司
等
言
上

　
　
　
　

事
由

　

�

右
、
昨
日
一
日
未
剋
、当

社
第
三
御
殿
西
儀
法
師
・
同
四
御
殿
東
儀
法
師
幷
西
方
井

垣
螱
出
現
、
仍
加
実
検
、
任
例
注
進
如
件
、

　
　
　
　

寛
正
五
年
四
月
二
日　
　

�

執
行
正
預
延
祐　
　

�

　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

神　

主　

家
徳

一�
、
二
日
、
羽
蟻
事
、
学
侶
ニ

披
露
之
、

　

�

昨
日
一
日

未
剋
、当
社
三
・
四
御
殿
儀
法
師
幷
西
井
垣
ニ

羽
蟻
出
現
候
、
其
外
出
現
所
々

歟
、
仍
任
例
申
入
京
都
候
了
、
為
御
意
得
牒
送
申
候
、
以
此
旨
可
有
御
披
露
御
集

会
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

四
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

延
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
徳

（
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供
目
代
御
房

一�
、
三
日
、
伝
奏
幷
南
曹
御
返
事
到
来
之
、
羽
蟻
事
可
有
御
奏
聞
候
、

一�

、
三
日
、
為
久
留
美
庄
催
促
北
郷
職
事
上
洛
之
粮
物
、
惣
社
公
物
ヲ

下
行
之
、�

」

一�

、
四
日
、
社
訴
事
、
御
成
敗
停
滞
之
間
、
御
帰
座
違
乱
必
定
之
由
牒
送
、
学
侶
六

方
仁

披
露
之
、
寺
門
無
等
閑
之
儀
旨
、
返
状
到
来
了
、

一�

、六
日
、越
智
弾
正
忠
家
栄
就
私
反
銭
事
、去
年
名
字
ヲ

被
籠
五
社
幷
水
屋
社
之
処
、

向
後
不
可
有
緩
怠
之
旨
及
哠
文
間
、
今
日
彼
名
字
被
取
出
了
、
学
侶
使
節
二
人
・

六
方
使
節
二
人
、
承
仕
・
仕
丁
丸
召
具
テ

社
参
之
、
両
惣
官
代
官
・
若
宮
神
主
代

参
会
之
、

一
、
七
日
、
学
侶
衆
議
之
状
到
来
、

　

�

今
度
御
帰
座
事
、
重
而
雖
被
仰
出
候
、
寺
社
訴
未
落
居
子
細
之
間
、
不
可
叶
旨
申

支
処
、
御
帰
座
御
請
申
入
者
、
慥
以
可
有
丁
寧
之
□
」
成
敗
旨
、
被
仰
出
子
細
之

間
、
来
十
三
日
戌
時
、
可
奉
成
御
帰
座
旨
、
御
請
申
候
了
、
社
中
之
儀
無
越
度
之

様
、
被
経
御
用
意
者
可
目
出
由
、
集
会
評
定
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

卯
月
七
日　
　
　
　

�

供
目
代
好
芸

　
　
　

両
惣
官
御
中

　
　
　

若
宮
神
主
殿

一
、
同
日
、

　

�

今
日
七
日
、申

貝
定
、
朝（

教
景
、ノ
チ
孝
景
）

倉
弾
正
左
衛
門
尉
名
字
可
被
相
籠
五
社
候
、
則
学
侶
使
節

両
人
可
有
出
仕
候
、
無
御
無
沙
汰
、
御
出
仕
可
目
出
旨
、
学
侶
評
定
候
也
、
恐
々

謹
言
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　

卯
月
七
日�

供
目
代
好
芸

　
　
　

両
惣
官
御
中

　
　
　

若
宮
神
主
殿

一�

、今
日
七
日

申
刻
、朝
倉
弾
正
左
衛
門
武

（
斯
波

衛義
廉
）ノ

内
者
、

河
口
庄
乱
入
人
、名
字
ヲ

本
社
・
若
宮
・
水
屋
社
ニ

奉
納

之
、
学
侶
使
節
幷
承
仕
等
参
之
、
両
惣
官
代
官
幷
若
宮
神
主
代
参
会
之
、

一�

、
八
日
、
来
十
三
日
御
帰
座
事
、
申
入
伝
奏
幷
南
曹
弁
殿
畢
、
但
社
訴
未
落
居
者
、

社
家
所
役
事
、
可
抑
留
之
旨
、
同
申
入
了
、

一�

、
八
日
、
社
例
事
、
以
折
紙
披
露
学
侶
六
方
畢
、

　

�

来
十
三
日
可
有
御
帰
座
之
由
承
候
、
目
出
候
、
就
其
社
訴
事
、
全
分
」
不
及
御
成

敗
候
、
抑
今
度
社
訴
事
、
非
一
且
之
愁
訴
、
神
領
忽
顚
倒
上
者
、
一
社
之
大
訴
不

可
如
之
間
、
堅
可
歎
申
入
旨
、
及
連
暑
神
判
了
、
其
子
細
以
前
度
々
牒
送
申
入
了
、

凡
耀　

神
威
達
理
訴
者
、
古
今
寺
社
儀
式
候
、
御
裁
許
又
以
連
綿
之
処
、
今
度
社

訴
御
棄
捐
之
条
、
子
細
何
事
候
哉
、
社
中
事
、
毎
事
任
先
規
神
事
以
下
遂
行
之
処
、

且
被
処
員
外
非
分
之
条
、
往
古
以
来
不
聞
其
例
候
、
所
詮
、
任
一
段
之
社
法
、
無

御
裁
許
之
儀
者
、
御
帰
座
所
役
事
、
争
可
随
厳
命
候
哉
、
若
又
一
向
被
処
慮
外
者
、

向
後
社
中
儀
、
云
神
供
云
神
事
、
雖
有
非
例
出
来
、
何
可
及
御
糺
明
御
沙
汰
候
哉
、

如
今
者
、
毎
月
不
闕
神
供
忽
可
闕
如
候
、
其
時
不
可
有
御
糺
明
候
、
今
般
為
社
中

申
沙
汰
事
、」　
使
節
□
□
在
京
之
間
、六
方
へ
加
之
、全

分
不
叶
候
、
偏
仰
寺
門
御
合
力
上
者
、

御
帰
座
無
違
乱
之
様
、
堅
被
仰
付
者
可
目
出
候
旨
、
惣
社
評
定
候
、
以
此
旨
可
有

御
披
露
御
集
会
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

卯
月
八
日　
　
　
　
　
　

�

延
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

家
徳

　
　
　

供
目
代
御
房

　
　
　

六
方
沙
汰
衆
御
中

一
、
九
日
、
学
侶
幷
六
方
衆
議
状
到
来
、

　
�

就
社
訴
未
落
居
事
、
可
被
及
御
帰
座
違
乱
旨
承
候
、
御
鬱
憤
尤
之
謂
候
哉
、
雖
然
、

於
寺
訴
殊
更
大
訴
共
相
残
候
間
、
堅
訴
申
之
処
、」
御
帰
座
以
後
、
丁
寧
可
被
及

御
成
敗
旨
、
被
仰
出
候
間
、
先
以
可
奉
成
御
帰
座
旨
、
御
請
申
候
了
、
就
其
、
社

訴
一
向
寺
門
及
無
沙
汰
之
旨
承
候
、
為
一
度
不
載
指
示
之
条
目
事
無
之
候
、
随
而

社
訴
之
内
、
免
少
之
御
成
敗
事
候
哉
、
然
上
者
、
寺
門
不
棄
置
子
細
顕
然
候
歟
、

訴
詔
悉
無
御
成
敗
段
事
者
、
寺
訴
同
大
篇
共
相
残
候
、
雖
然
大
綱
之
本
訴
落
居
間
、

（
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（
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オ
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（
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ウ
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可
仰
重
御
成
敗
旨
及
測
量
、
御
帰
座
御
請
申
候
了
、
尚
以
為
社
訴
事
可
申
沙
汰
候
、

為
社
家
堅
可
被
申
達
候
、
敢
不
可
有
欠
所
候
、
所
詮
、
社
訴
不
究
之
間
、
寺
門
等

閑
之
様
候
歟
、
以
前
者
随
依
有
子
細
使
節
事
申
支
候
、
於
今
者
事
尽
之
上
者
、
雖

誰
人
候
、
任
器
用
被
差
上
於
使
節
、
丁
寧
可
被
申
達
旨
、
可
有
御
披
露于社
中
」
旨
、

学
侶
評
定
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

卯
月
九
日　
　
　
　

�

供
目
代
好
芸

　
　
　

両
惣
官
御
中

　
　
　

若
宮
神
主
殿

一
、
同
日
、
六
方
衆
議
状
到
来
、

　

�

就
社
訴
事
、
色
々
御
披
露
候
、
則
学
侶
申
談
之
処
、
如
此
返
牒
候
、
書
状
副
進
候
、

曽
而
学
侶
六
方
無
踈
略
之
儀
旨
、
評
定
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

卯
月
九
日　
　
　
　

�

六
方
衆
等

　
　
　

両
惣
官
御
中

　
　
　

若
宮
神
主
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
　
　

」

　

�

就
社
訴
事
、
相
副
彼
書
状
牒
承
候
、
学
侶
牒
送
同
篇
之
間
、
更
以
不
可
有
等
閑
之

由
返
牒
了
、
但
於
御
帰
座
之
違
乱
者
、
曽
不
及
思
慮
之
事
候
歟
間
、
為
社
中
被
差

上
使
節
可
被
申
達
、
学
□
事
、
無
等
閑
毎
度
為
指
示
条
目
、
雖
申
達
候
、
御
成
敗

遅
々
無
力
様
候
、
於
寺
訴
殊
大
篇
共
相
残
候
間
、
堅
雖
令
抑
留
、
御
帰
座
之
以
後
、

丁
寧
可
有
御
成
敗
旨
、
被
仰
出
之
間
、
且
以
測
量
之
儀
、
御
帰
座
御
請
申
候
、
数

多
篇
目
一
々
御
成
敗
不
可
得
事
候
歟
、
能
々
可
有
通
屈
之
処
、
忽
御
帰
座
違
乱
可

為
如
何
候
哉
、
何
篇
書
状
急
以
飛
脚
京
都
申
上
候
、
無
等
閑
旨
可
有
御
披
露
之
由
、

学
侶
評
定
候
也
、
恐
々
謹
言
、　　
　
　
　
　

�

　
　
　
　
　

」

　
　
　
　

卯
月
九
日�

供
目
代
好
芸

　
　
　

六
方沙

汰衆
御
中

一
、
十
一
日
、
社
訴
事
又
披
露
寺
門
畢
、

　

�

就
社
訴
、
御
衆
議
之
趣
、
丁
寧
之
至
目
出
候
、
於
寺
門
御
儀
者
、
始
中
終
無
御
等

閑
之
儀
間
、
畏
入
候
、
社
訴
之
内
、
弓
庭
跡
事
、
只
一
ヶ
条
御
成
敗
之
通
候
、
残

訴
全
分
無
御
成
敗
候
、
殊
峯
松
名
・
鶏
冠
井
郷
事
、
若
今
度
不
及
御
沙
汰
者
、
弥

可
任
雅
意
旨
、
彼
悪
行
人
等
及
結
構
子
細
候
歟
、
迷
惑
此
事
候
、
於
寺
門
者
、
更

以
雖
御
踈
略
之
儀
候
、
京
都
之
儀
御
棄
捐
之
条
、
一
社
失
面
目
上
者
、
堅
可
達
所

存
之
旨
、
若
輩
末
座
役
人
等
及
強
々
評
定
候
、
雖
然
、
為
社
司
方
涯
分
相
宥
最
中

候
、
次
」
使
節
事
、
雖
何
之
体
、
任
器
用
可
差
上
之
旨
、
御
許
可
候
、
但
御
帰
座

等
不
日
事
候
、
一
向
寺
門
申
御
沙
汰
奉
待
候
外
、
無
他
候
、
以
此
旨
可
有
御
披
露

御
集
会
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

卯
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　

�

延
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

家
徳

　
　
　

供
目
代
御
房

　
　
　

六
方
沙
汰
衆
御
中
文
章
同
前
、

一�

、
十
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
白
杖
頼
春
南
郷
二
、・

御
幣
春
主
同
三
、・

散
米
春
富
、

同
四
、旬

日
並
朝
夕
、祝
薗
本
六
、公
方
本
六
、見
参
社
司
、」家
徳
・
延
祐
・
家
久
・

時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
松
・
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、
大
中

臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
師
和
・
家
統
、

一�

、
御
帰
座
事
、
大
都
雖
為
治
定
、
不
及
開
門
間
、
今
日
十
一
日
、音

楽
無
之
、
仍
三
御

殿
ノ
旬
正
預
給
之
、

一�

、
今
日
十
一
日
、学

侶
衆
議
之
状
到
来
、

　
�

就
社
訴
事
、
悉
不
落
居
間
、
可
被
抑
留
御
帰
座
之
役
旨
承
候
、
雖
□
寺
訴
不
究
候
、

大
綱
落
居
之
間
、
御
帰
座
御
請
申
上
者
、
可
為
如
何
候
哉
、
能
々
可
有
御
測
量
之

上
、
不
棄
可
被
申
達
事
、
肝
要
寺
訴
其
趣
候
、
然
者
、
早
々
以
御
測
量
儀
、
無
為

御
沙
汰
可
然
候
、
万
一
残
訴
令
停
滞
候
者
、」
寺
社
一
円
可
有
訴
訟
事
肝
要
候
、

於
寺
門
之
儀
者
、
可
奉
成
御
帰
座
用
意
候
、
精
進
等
事
、
無
由
断
御
沙
汰
可
然
之

旨
、
評
定
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

卯
月
十
一
日　
　
　
　
　

�

供
目
代
好
芸

（
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両
惣
官
御
中

　
　
　

若
宮
神
主
殿

一
、
十
二
日
、
学
侶
衆
議
依
事
繁
略
之
、

一�

、
十
三
日
、
神
主
廻
文
到
来
之
、
使
北
郷
職
事
神
人
、

　

�

蟻
御
祈
祷
事
、　

長
者
宣
幷
御
卜
形
如
此
候
、
子
細
見
彼
両
通
候
歟
、
則
番
張
一

紙
織
進
之
候
、
無
相
違
者
、
面
々
可
加
奉
賜
候
哉
、」
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

卯
月
十
三
日　
　
　
　

�

神
主
家
徳

　

謹
上　

正
預
殿
幷
権
官
御
中

　
　
　
　
　

�

追
申
、
若
宮
神
主
殿
同
可
令
存
知
給
候
、
軽
服
之
体
、
任
例
除
之
了
、

重
謹
言
、

　

定　

蟻
出
現
御
祈
祷
結
番
事

　

一
番　

神
主　
　
　

�

　
　

若
宮
神
主
奉

　

二
番　

正
預
奉　

　

�

　
　

次
預
奉

　

三
番　

権
神
主
奉　

�

　
　

大
西
権
預
奉

　

四
　々

新
権
神
主
奉�

　
　

下
権
預
奉　

�

　

」

　

五
　々

加
任
預
奉　

�

　
　

大
西
新
預
奉

　

六
　々

慈
性
院
権
預
奉�　

　

神
宮
預
奉

　

右
、
自
今
日
十
三
日
、守

結
番
次
第
、
各
無
懈
怠
可
令
参
勤
賜
之
状
、
如
件
、

　
　
　
　

寛
正
五
年
卯
月
十
三
日

一
、
長
者
宣
云
、

　

�

当
社
怪
異
事
、
御
占
形
如
此
、
可
被
祈
謝
之
由
、
南
曹
弁
殿
御
奉
行
所
候
也
、
仍

執
達
如
件
、

　
　
　
　
　

四
月
十
五
日　

�

右
兵
衛
尉
秀
親
奉

　

謹
上　

春
日
両
惣
官
御
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　

」

　
　
　

春
日
社
司
言
上
、
怪
異
吉
凶
、
今
月
一
日
未
時
、当
社
三
御
殿
西
儀
法
師
・

同
四
御
殿
東
儀
法
師
幷
西
方
井
垣
螱
出
現
、

　

�

占
、
今
月
一
日
甲
申
、
時
加
未
、
天
岡
臨
卯
為〔

用
脱
カ
〕

将
六
合
、
中
太
一
勾
陣
、
終
勝
先

青
龍
、
御
行
年
亥
上
、
神
后
天
后
、
卦
遇
聯
茹
重
番〔

審
〕、

　
　

推
之
、
依
神
事
違
例
所
致
之
上
、
非
慎
御　

御
薬
事
、

　
　

�

従
艮
巽
方
、
奏
口
舌
闘
諍
事
歟
、
期
彼
日
以
後
卅
日
内
、
及
来
八
月
・
九
月
・

明
年
二
月
節
中
、
並
庚
辛
日
也
、
又
起
疾
疫
兼
被
祈
謝
、
至
斯
彼
慎
誡
其
咎
自

鎖
乎
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　

」

　
　
　
　

寛
正
五
年
四
月
四
日�

陰
陽
頭
安
倍
朝
臣
有
家

一
、
十
三
日
、
社
訴
事
、
以
折
紙
学
侶
六
方
ニ

披
露
之
、

　

�

社
訴
事
、
京
都
之
儀
被
処
無
沙
汰
之
上
者
、
任
先
規
可
申
所
存
旨
、
若
輩
等
及
訴

訟
候
、　

公
儀
如
何
様
候
、
雖
及
御
糺
明
、
一
社
一
同
上
者
、
何
可
有
遠
量
候
哉
、

雖
然
、寺
門
始
中
終
無
御
等
閑
候
処
、御
帰
座
違
乱
背
本
意
候
間
、為
社
司
方
種
々

相
宥
候
間
、
大
都
可
承
諾
候
歟
、
目
出
候
、
御
帰
座
以
後
、
相
搆
々
々
堅
被
申
達

候
者
、
興
隆
専
一
候
、
弥
奉
憑
候
由
、
惣
社
評
定
候
、
以
此
旨
可
有
御
披
露
御
集

会
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

卯
月
十
三
日　
　
　

�

延
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

家
徳　
　
　

�

　
　
　

」

　
　
　

供
目
代
御
房　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

六
方
沙
汰
衆
御
中
文
章
同
前
、

一
、
学
侶
六
方
返
状
到
来
、

　

�

社
訴
事
、
京
都
之
儀
被
処
無
沙
汰
候
段
、
千
万
歎
入
存
候
、
毎
度
京
都
残
訴
指
示
、

一
度
而
無
申
落
候
、
其
外
社
中
御
牒
送
状
、
別
而
雑
掌
方
注
進
及
度
々
候
、
雖
然
、

何
方
緩
怠
候
哉
、
又　

上
意
御
無
沙
汰
候
哉
、
于
今
無
御
裁
許
之
間
、
失
本
意
候
、

雖
然
残
訴
事
、
雖
有
御
帰
座
可
有
御
成
敗
之
旨
、
被
仰
下
之
間
、
尚
以
堅
可
申
入

候
、
只
今
御
帰
座
之
儀
、
若
輩
被
相
宥
、
可
被
随
御
役
段
、
殊
目
出
候
旨
、
学
侶

評
定
候
也
、
恐
々
謹
言
、�

　

」

　
　
　
　

卯
月
十
一
日�

供
目
代
好
芸

　
　
　

両
惣
官
御
中
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若
宮
神
主
殿

　

�

就
社
訴
事
、
社
司
而
若
輩
衆
被
相
宥
、
被
承
諾
候
間
、
御
帰
座
可
為
無
為
旨
、
御

披
露
殊
珍
重
候
、
理
訴
事
上
者
、
假
雖
御
帰
座
以
後
候
、
於
于
公
方
曽
而
不
可
有

踈
略
、
如
在
之
儀
候
旨
、
評
定
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

卯
月
十
三
日　
　

�

六
方
衆
等

　
　
　

両
惣
官
御
中

　
　
　

若
宮
神
主
殿　
　
　

�
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

一
、
十
三
日
、
六
方
衆
議
状
到
来
、
其
故
者
、
十
市
・
八
田
・
新
賀
・
楢
原
名
字
ヲ

可
取
出
旨
命
之
、仍
両
惣
官
・
若
宮
神
主
等
代
官
参
社
頭
、学
侶
六
方
使
節
・
承
仕
・

中
綱
・
仕
丁
丸
ヲ

召
具
テ

参
社
、
則
取
出
テ

渡
訖
、

一�

、今
日
十
三
日

酉
剋
、
社
頭
門
々
悉
以
開
門
之
、
大
工
等
参
テ

不
及
案
内
開
門
歟
、
去
宝
徳

三
開
門
之
時
者
、
学
侶
使
節
両
人
実
舜
房
・

禅
栄
房
、
承
仕
以
下
召
具
テ

被
参
之
間
、
両
惣
官

代
官
以
下
出
合
テ

開
門
也
、
而
今
度〔

不

有脱
〕

案
内
条
、
違
先
規
者
也
、�

　
　

」

御
帰
座
事
、

一�

、
十
三
日
酉
剋
、八

方
大
衆
蜂
起
在
之
、
戌
下
剋
参
向
社
頭
、
六
道
マ
テ

貝
ヲ

吹
、
於

南
門
三
ヶ
度
勤
之
、

　

�

先
前
行
赤
衣
仕
丁
丸
各
取
松
明
、次

中
綱
各
取
松
明
、次

僧
綱
、
次
衆
徒
各
裹
頭
、舞

殿
・
八

講
屋
ニ

祇
候
之
、
社
家
ハ

社
司
氏
人
不
﨟
次
、住

吉
ノ

東
ノ

辺
ニ

彳
之
、
神
人
ハ

水
垣
ノ

内
ニ

祇
候
ス
、爰

僉
議
者
実
舜
房
得
業
永
俊
、
舞
殿
ノ

東
ヨ
リ

第
三
間
床
一
脚
・
畳
一

帖
敷
之
、
木
守
沙
汰
也
、畳
ハ
三
倉
ヨ
リ
出
之
、則

着
座
ス
、庭

火
リ
ン
コ
ノ
木
本
、

木
守
焼
之
、

毎
事
勤
之
後
、

僉
議
者
召
中
綱
テ

下
知
シ
テ

云
、
立
寄
テ

可
被
聞
僉
議
云
々
、
此
由
ヲ

中
綱
来
テ

常

住
等
ニ

哠
之
、」
常
住
又
両
惣
官
ニ

申
之
、
其
時
神
主
家
徳
・
正
預
延
祐
各
束
帯
、庭

上
ニ

進
出
テ

蹲
踞
之
、
于
時
社
司
・
氏
人
悉
蹲
之
、
而
僉
議
云
、
寺
訴　

御
成
敗

之
間
、
奉
成
御
帰
座
云
々
、
件
子
細
両
惣
官
請
聞
テ
、参

移
殿
各
啓
白
之
、
其
後
末

社
司
四
人
御
簾
ヲ

同
時
ニ

奉
上
テ
、御

神
宝
ヲ

奉
出
之
、則
相
触
楽
所
処
、乱
声
奏
之
、

手
長
氏
人
御
神
宝
ヲ

神
人
ニ

渡
之
、
先
御
弓
矢
、
次
御
鉾
奉
出
也
、
若
宮
分
末
座

社
司
祐
松
・
手
長
氏
人
祐
弥
等
奉
出
之
、
御
神
宝
ハ

悉
奉
出
テ

後
、
住
吉
明
神
ノ

前
ニ

彳
之
、
三
方
神
人
等
少
榊
ヲ

持
テ

彳
之
、
楽
所
等
止
乱
声
ヲ
、奏

還
城
楽
、
神

明
出
行
ノ

役
人
ノ

社
司
各
垂
覆
面
、　

御
体
出
御
」
時
分
、
伶
人
住
吉
社
ノ

東
裏
ニ
テ

立
向
テ

一
打
之
、
御
神
宝
ハ

両
判
官
ノ

間
ヲ

通
テ

進
ム
、御

体
ハ

一
曲
ヲ

舞
テ

蹲
マ
テ
、住

吉
ノ

前
ニ

御
逗
留
ア
リ
テ
、御

見
物
之
後
、
奉
成
神
行
畢
、

　

若
宮
ノ
御
行
同
時
也
、

一�

、
本
社
御
行
烈
事
、
先
御
神
宝
二
行
左
方
御
鉾
、　

右
方
御
弓
矢
、次
御
体
、
次
社
司
、
次
氏
人
、
次

神
人
、

　
　
　

�

御
役
事
、
自
移
殿
至
本
殿
、
各
社
司
ノ

役
也
、
下
役
ノ

神
人
任
例
社
司
役
人
ニ

奉
副
者
也
、

　

一
御
殿　

神
主
家
徳
束
帯
、　

下
役
北
郷
、

　
　
　

副
役
権
預
祐
仲
衣
冠
、　

　
　
　
　
　

�

　
　
　
　
　

」

　

二
御
殿　

執
行
正
預
延
祐
束
帯
、下

役
南
郷
、

　
　
　

副
役
次
預
延
胤
衣
冠
、

　

三
御
殿　

権
神
主
家
久
束
帯
、下

役
北
郷
、

　
　
　

副
役
権
預
祐
前
衣
冠
、

　

四
御
殿　

新
権
神
主
時
勝
束
帯
、下

役
北
郷
、

　
　
　

副
役
権
預
延
盛
衣
冠
、

　

若
宮
殿　

若
宮
神
主
祐
勝
束
帯
、下

役
下
番
常
住
神
殿
守
春
職
、

　
　
　

副
役
神
宮
預
祐
松
衣
冠
、

一
、
若
宮
御
行
烈
事
、
先
松
明
二
行
南
北
末
座
神
人
燭
之
、

　

次
御
神
宝
左
方
御
鉾
、　

右
方
御
弓
矢
、次
御
体
、
神
人
等
以
御
榊
奉
指
覆
了
、�

」

　

�

次
社
司
・
氏
人
等
、
次
神
人
少
々
、
爰
末
座
社
司
二
人
差
進
者
先
例
也
、
而
今
度

社
司
無
人
数
間
、
最
末
一
人
神
宮
預
祐
松
、扈

従
ニ

参
畢
、

一�

、
本
社
ノ

御
正
体
奉
付
テ
、御

安
坐
之
由
、
以
両
常
住
触
送
于
学
侶
衆
徒
畢
、
御
安

六
方
返
状

（
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置
之
間
ニ
、万

歳
楽
・
延
喜
楽
幣
殿
ノ
前

庭
上
、

舞
之
、
大
鼓
ハ

東
ノ

廻
廊
ニ
テ

打
之
、
自
移
殿

御
帰
座
之
時
舞
楽
等
事
、
去
宝
徳
三
御
帰
座
之
時
始
也
、
今
度
以
彼
例
舞
楽
在
之
、

舞
終
テ

後
長
慶
子
ヲ

吹
テ
、御

前
ヲ

東
ヘ
廻
畢
、
其
後
大
衆
被
退
散
訖
、

一�

、若
宮
殿
御
正
体
奉
付
事
終
後
、御
神
宝
ハ

南
門
ヘ

入
テ
、」西

ノ
廻
廊
ノ

内
ヲ

経
テ
、御

宝
蔵
ト

移
殿
ト
ノ

間
ヲ

通
テ
、御

宝
蔵
ノ
辺
ニ

彳
之
、
祐
勝
・
祐
松
・
祐
弥
モ
、廻

廊
ヲ

経
テ

参
御
前
、

一�

、
本
社
ノ

御
神
宝
ハ
、楼

門
ヨ
リ

出
テ
、御

宝
蔵
へ

マ
イ
ル
、
社
司
・
氏
人
ハ

御
後
ノ
脇

戸
ヨ
リ

御
宝
蔵
へ

マ
イ
ル
、
松
明
在
之
、
松
明
御
ウ
シ
ロ
ノ

ク
チ
ニ
マ
ツ
、　

御
神
宝
奉
納
ノ

役
人
、
正
預

延
祐
・
副
役
神
宮
預
祐
松
当
参
ノ

末
、　

・
手
長
氏
人
延
光
、
正
預
扈
従
ノ
氏
人
役
也
、

一�

、
今
度
本
社
若
宮
ノ

御
正
体
ニ
、青

葉
ノ

少
榊
ヲ

打
テ
、奉

指
覆
事
新
儀
也
、
自
夜
前
大

雨
降
、
以
外
也
、
今
日
申
下
剋
、止

雨
晴
天
之
上
、
松
明
・
庭
火
等
仁

御
体
外
見
不

可
然
旨
、依
」一
社
評
定
、少
榊
一
方
分
三
十
本
ハ
カ
リ
用
意
之
、則
奉
覆
御
体
訖
、

若
宮
ヘ
モ

彼
神
人
幷
南
郷
神
人
少
々
奉
捧
之
、
此
条
雖
為
新
儀
、
神
威
陵
爾
不
可

然
上
者
、
向
後
者
可
守
此
度
例
者
也
、

一
、
少
榊
ヲ
ハ

南
北
両
座
神
人
打
之
、

一
、
少
榊
ノ

四
手
紙
ヲ
ハ

両
惣
官
三
十
枚
原
紙　
　
　

十
五
枚
ツ
ヽ
、職
事
ニ

下
行
之
、

一�

、
若
宮
御
行
幷
御
神
宝
奉
納
料
、
松
明
六
十
把
惣
官
ヨ
リ

下
行
之
、
一
方
分
三
十
把
充
、

以
主
典
御
松
ノ
舘
へ

ト
リ
ニ

マ
イ
ル
、
燭
事
ハ

南
北
末
座
神
人
役
也
、

一
、
御
神
宝
奉
納
事
終
後
、
社
司
・
氏
人
直
ニ

退
出
訖
、　　

�

　
　
　

」

一
、
見
参
社
司
、

　

�

神
主
家
徳
・
執
行
正
預
延
祐
・
権
神
主
家
久
・
新
権
神
主
時
勝
・
権
預
祐
仲
・
次

預
延
胤
・
権
預
祐
前
・
権
預
延
盛
・
神
宮
預
祐
松
・
若
宮
神
主
祐
勝
、

一
、
中
臣
氏
人
、

　

治
部
少
輔
祐
弥
・
中
務
少
輔
延
光
・
散
位
延
俊
、

一
、
大
中
臣
氏
人
、

　

�

民
部
大
輔
時
憲
・
宮
内
大
輔
師
種
・
刑
部
大
輔
師
淳
・
中
務
大
輔
家
興
・
大
蔵
大

輔
時
綱
・
民
部
少
輔
家
益
・
宮
内
少
輔
師
詮
、

一
、
不
参
社
司
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　
　
　

」

　

権
預
祐
識
妻
女

軽
服
、・
加
任
預
祐
文
計
会
、・

新
預
祐
風
、
参
宮
、

一�

、
御
簾
役
末
社
司
無
人
数
間
、
氏
人
可
勤
仕
哉
、
此
条
於
本
□
□
□
先
規
上
者
、

不
参
社
司
可
及
糺
明
之
由
、
内
々
評
定
之
処
、
祐
仲
幷
延
盛
装
束
以
下
廻
計
略
参

勤
間
、
無
子
細
也
、

一�

、
新
権
神
主
時
勝
者
四
御
殿
ノ

正
役
人
也
、
而
可
着
衣
冠
之
由
、
有
其
聞
間
、
祐

松
以
対
面
申
云
、
御
入
洛
御
動
座
以
下
俄
之
時
、
悉
衣
冠
シ
テ

御
体
ノ

御
役
勤
仕
、

其
例
無
子
細
候
、
御
帰
座
者
、
毎
度
勤
時
宜
上
者
、
衣
冠
之
例
且
如
何
之
由
令
入

魂
間
、
俄
着
束
帯
訖
、

一
、
十
四
日
、
御
帰
座
無
為
之
由
、
申
入
南
曹
弁
幷　

伝
奏
畢
、

　

�

昨
日
十
三
日
、賢

木
御
帰
座
、
同
開
門
御
畢
、
先
以
目
出
候
、」
以
此
旨
可
有
御
披
露

候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

卯
月
十
四
日　
　
　

�

春
日
執
行
正
預
延
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　

神　

主　

家
徳

謹
上　

宿
院
御
目
代
殿

謹
上　
伝
奏

修
理
大
夫
殿
文
章
同
前
、

一�

、昨
夜
御
帰
座
無
為
之
由
、両
門
跡
幷
御
寺
務
東
院
、両

惣
官
代
官
家
興
・

延
光
、
参
申
入
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　
　
　
　
　

」

一
、
十
四
日
、
条
々
牒
送
寺
門
、
使
両
常
住
代
、

　

御
帰
座
無
為
之
条
、
先
以
目
出
候
、

一
、
移
殿
事
、
可
撤
却
候
哉
、
可
随
御
衆
議
候
、

一�

、毎
度
僉
議
之
床
・
同
畳
等
者
、為
木
守
役
沙
汰
儲
之
処
、先
規
之
処
、今
度
畳
事
、

無
用
意
之
間
、
及
臨
期
違
乱
間
、
為
社
家
申
付
了
、
為
後
記
令
申
候
、
可
被
仰
付

候
、

一
、
昨
日
社
頭
御
開
門
之
時
、
不
及
御
案
内
候
、
違
先
規
候
歟
、

（
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ウ
）

（
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オ
）

（
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ウ
）
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オ
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（
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ウ
）

（
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オ
）
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一�
、御
動
座
之
時
、三
方
常
住
・
神
殿
守
等
禄
幷
御
祭
物
事
、是
又
不
依
御
帰
座
延
否
、

御
下
行
之
条
先
規
候
、
早
々
被
仰
付
候
者
、
可
」
畏
存
旨
申
候
、
条
々
以
此
旨
可

有
御
披
露
御
集
会
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

卯
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　

�

延
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

家
徳

　
　
　

供
目
代
御
房

一�

、
供
目
代
内
々
返
答
云
、
条
々
御
牒
送
之
趣
、
可
披
露
集
会
候
、
移
殿
事
、
早
々

可
被
撤
却
云
々
、

一�

、
同
日
十
四
日
、学

侶
衆
議
状
到
来
、

　

�

夜
前
神
木
遷
御
正
殿
候
、
誠
天
下
泰
平
寺
社
繁
栄
大
慶
候
、
珍
重
々
々
、
就
中
、

社
頭
諸
門
開
御
事
、
可
牒
送
申
処
、
□
□
篇
目
繁
多
之
間
、
書
状
沙
汰
落
不
進
候

哉
、
為
得
御
意
令
牒
送
之
□
、」
学
侶
評
定
候
旨
、
可
有
社
中
御
披
露
候
、
恐
々

謹
言
、

　
　
　
　

卯
月
十
四
日　
　
　
　
　

�

供
目
代
好
芸

　
　
　

両
惣
官
若
宮
神
主
御
中

一
、
同
剋
到
来
、

　

�

神
木
御
帰
座
無
為
無
事
尤
珍
重
候
、
就
其
移
殿
事
、
急
可
被
徹
却
之
由
、
学
侶
評

定
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

卯
月
十
四
日　
　
　
　
　

�

供
目
代
好
芸

　
　
　

両
惣
官
御
中

　
　
　

若
宮
神
主
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　
　
　
　
　

」

一�

、
十
五
日
、
移
殿
撤
却
畢
、
面
々
番
匠
ニ
テ

如
元
破
取
之
、
畳
幷
御
簾
等
ヲ
ハ

本
承

仕
請
取
テ
、御

倉
ニ

納
之
、
運
事
宿
直
人
ノ

役
也
、
渡
事
ハ

両
常
住
奉
行
之
、

一�

、
移
殿
床
事
、
可
取
退
之
処
、
修
理
所
無
沙
汰
之
間
、
申
遣
供
目
代
辺
処
、
則
被

申
遣
修
理
所
云
々
、
後
日
取
退
之
、

一�

、
当
春
季
春
日
祭
事
、
依
御
動
座
閇
門
延
引
之
、
仍
無
為
開
門
上
者
、
可
有
遂
行

之
由
、
自
寺
門
被
申
間
、
社
家
返
答
云
、
同
季
内
ニ
テ

他
月
遂
行
例
且
三
ヶ
度
也
、

他
季
ニ

遂
行
事
、
一
度
ト
シ
テ

無
其
例
□
□
慮
且
難
測
、
可
為
如
何
之
由
、
以
書
状

返
答
寺
門
之
処
、
重
而
衆
議
状
到
来
之
、　�

　
　

」

　

�

来
廿
五
日
春
日
祭
事
、
任
他
月
之
例
可
被
施
行
之
由
、
致
牒
送
処
、
季
移
之
例
事
、

不
審
之
由
牒
承
候
、
誠
於
此
段
者
、
今
度
無
覚
悟
候
、
所
詮
、
能
々
為
社
中
先
例

尚
々
被
相
尋
候
者
、
可
目
出
候
、
肝
要
来
廿
五
日
春
日
祭
事
、
不
日
之
間
、
前
精

進
以
下
不
可
然
之
由
承
候
、
云
他
之
季
先
規
、
篇
々
廿
五
日
之
始
行
者
、
不
可
得

之
儀
候
哉
、
能
々
先
規
被
相
待
、
今
度
之
申
ニ

必
々
施
行
之
様
、
被
経
御
沙
汰
候〔

者

可脱
カ
〕目

出
之
由
、
学
侶
評
定
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

四
月
十
九
日　
　
　
　
　
　

�

供
目
代
好
芸

　
　
　

両
惣
官
御
中

　
　
　

若
宮
神
主
殿　
　
　
　
　
　
　

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

�

尚
々
雖
他
季
候
、
施
行
候
先
例
候
者
、
来
月
始
之
申
八
日
、被

施
行
候
者
、
可

目
出
候
、

一
、
廿
日
、
学
侶
衆
議
之
状
到
来
、

　

�

若
宮
祭
礼
事
、
当
月
廿
七
日
可
有
施
行
之
旨
、
雖
相
触
岡
方
、
願
主
役
不
可
為
成

立
之
由
被
申
間
、
無
力
来
月
十
七
日
令
延
引
候
、
能
々
可
被
相
意
得
旨
、
学
侶
評

定
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

四
月
廿
日　
　
　
　
　
　

�

供
目
代
好
芸

　
　
　

両
惣
官
御
中

　
　
　

若
宮
神
主
殿　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

一�

、
廿
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
白
杖
頼
春
、・

御
幣
春
主
、・

散
米
、
春
富
、旬

日
並
朝
夕
、

四
種
、
見
参
社
司
、
家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
時
勝
・
祐
前
・
祐
松
・
祐
勝
、
中
臣

氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時

綱
・
家
益
・
師
詮
・
家
統
、
自
今
日
音
楽
在
之
、

一�

、
今
日
御
供
已
後
、
水
屋
神
楽
遂
行
之
、
拝
殿
衆
沙
汰
也
、
此
御
神
楽
ハ

自
去
二

（
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ウ
）

（
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オ
）
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〕

（
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ウ
）

（
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オ
）
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（
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ウ
）
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（
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オ
）
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日
可
始
行
之
処
、
依
御
動
座
延
引
也
、

一�
、
廿
二
日
、
水
屋
神
楽
在
之
、
若
宮
方
沙
汰
云
々
、

一
、
廿
三
日
、
水
屋
神
楽
在
之
、
南
郷
方
沙
汰
、

一�

、
廿
四
日
、
水
屋
神
楽
、
北
郷
神
人
等
沙
汰
也
、
今
日
大
雨
之
間
、
於
着
到
殿
可

致
酒
宴
之
由
、
申
請
之
云
々
、
両
惣
官
許
可
云
々
、
且
無
先
規
□
歟
、　�　
　

」

一�

、
廿
五
日
、
呪
師
猿
楽
参
上
社
頭
、
両
惣
官
下
行
物
任
例
下
行
之
、
凡
薪
猿
楽
去

二
月
ニ

可
有
遂
行
之
処
、
依
御
動
座
・
閇
門
等
延
引
之
、
仍
自
明
日
於
南
大
門
可

有
其
沙
汰
云
々
、

一
、
廿
六
日
、
於
南
大
門
猿
楽
在
之
、

一�

、
院
雑
色
来
テ

申
云
、
年
始
吉
書
事
、
大
訴
御
落
居
、
寺
社
御
儀
無
為
之
上
者
、

御
下
行
物
事
可
請
申
候
、
次
就
御
公
事
篇
両
三
度
罷
下
候
、
粮
米
事
同
可
有
御
下

行
由
申
之
、社
家
返
答
云
、吉
書
事
ハ

年
始
最
前
之
祝
言
、書
札
通
達
初
之
吉
書
也
、

而
大
訴
公
事
条
目
不
及
吉
書
、
被
下
長
者
宣
、」
又
進
上
書
状
上
者
、
当
年
事
難

請
取
申
、
此
上
者
節
料
事
不
可
下
行
也
、
将
又
粮
米
事
、
同
大
訴
之
最
中
分
□
行

不
可
叶
旨
、
申
付
了
、
仍
種
々
雖
令
申
、
不
及
下
行
間
、
帰
京
訖
、

一
、
廿
七
日
、
於
南
大
門
猿
楽
在
之
、

一
、
廿
七
日
、
春
日
祭
事
、
牒
送
寺
門
、

　

�

春
日
祭
事
、
相
尋
一
社
候
之
処
、
他
季
遂
行
事
、
無
先
規
候
、
凡
神
事
始
行
以
来

及
六
百
余
歳
候
、
自
然
依
停
滞
一
向
闕
如
例
数
ヶ
度
候
、
同
季
之
内
尚
以
他
月
例
、

嘉
禎
二
年
春
季
三
月
三
日
、」・

享
徳
三
年
冬
季
十
二
月
十
九
日
、・

長
禄
三
年
春
季
三
月
十
四
日
、

以
上
僅
三
ヶ
度
候
上
者
、
非
春
冬
季
而
遂
行
事
、
曽
以
無
其
例
候
、
且
可
為
如
何

候
哉
、
以
此
旨
可
有
御
披
露
御
集
会
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

四
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

延
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
徳

　
　
　

供
目
代
御
房

一
、
廿
八
日
、
円
満
寺
座
金
春
大
夫
参
社
頭
、

一
、
廿
九
日
、
坂
戸
座
金
剛
大
夫
参
社
頭
、　　
　
　
　
　
　

�

　
　
　
　
　
　

」

一�

、
五
月
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
旬
白
杖
基
定
北
郷
一
、・

御
幣
守
弘
同
二
、・

散
米
徳

継
、
同
三
、旬

日
並
朝
夕
、
朔
御
供
、
本
六
種
、
見
参
社
司
、
家
徳
・
延
祐
・
家
久
・

時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
風
・
祐
松
・
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、

大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時
隆
・
師

和
・
家
統
、
不
参
社
司
、
祐
識
軽
服
、・

祐
文
・
祐
仲
・
延
盛
、
各
故
障
、

一
、
今
日
一
日
、夕

﨑
座
観
世
大
夫
但
音
阿
、参

上
社
頭
遊
之
、
抑
今
日
夕
﨑
座
参
上
□

自
拝
殿
社
家
出
仕
砌
被
申
云
、
惣
領
ノ

藤
若
観
世
大
夫
ハ
、為

勧
進
在
国
也
、
庶
子
京

ノ
観
世
全
三
郎
、者

軽
服
也
、
仍
可
参
上
体
無
之
上
者
、
可
為
闕
如
旨
被
申
之
、
使
者

拝
殿

ノ
沙
汰

人
清
光
、」
社
家
評
定
云
、
薪
猿
楽
者
当
国
猿
楽
国
役
也
、
有
限
神
事
也
、
依
之
、
先

年
坂
戸
座
金
剛
大
夫
在
国
之
時
、
別
ノ
座
ヲ

相
語
テ

勤
仕
条
分
明
也
、
殊
夕
﨑
座
音

阿
弥
全
三
郎
父
、令

下
向
テ
、於

南
大
門
遂
其
節
上
者
、
彼
音
阿
可
参
上
之
旨
、
為
拝
殿

堅
可
被
加
下
知
之
由
返
答
之
、
則
被
加
下
知
之
処
、
老
骨
数
番
可
沙
汰
事
難
叶
候
由

申
之
、
重
下
知
云
、
誠
老
体
難
渋
有
其
謂
、
随
其
時
宜
可
被
故
実
、
先
可
参
勤
之
旨
、

種
々
加
下
知
間
、
今
日
音
阿
ミ
参
上
、
則
五
番
勤
仕
之
、

一
、
二
日
、
鵄
座
法
正
大
夫
参
上
、
社
頭
、　　
　
　
　
　
　

�

　
　
　
　
　

」

一
、
二
日
、
学
侶
衆
議
状
到
来
、

　

�

春
日
祭
移
他
季
被
施
行
事
、
無
先
規
者
無
力
事
候
哉
、
無
先
蹤
之
子
細
、
京
都
御

注
進
可
目
出
旨
、
学
侶
評
定
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

五
月
二
日　
　
　

�

供
目
代
好
芸

　
　
　

両
惣
官
御
中

　
　
　

若
宮
神
主
殿

一�

、
五
日
、
御
節
供
御
神
事
如
例
、
日
並
朝
夕
、
四
種
節
供
六
種
代
、四

種
西
殿
御
節
供
代
、神

戸
坂
原
、奄

治
、見
参
社
司
、家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
風
・

祐
松
・
祐
勝
、中
臣
氏
人
、祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、」大
中
臣
氏
人
、時
憲
・
師
種
・

師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時
隆
・
師
和
・
家
統
、

（
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一�
、
今
日
楽
所
へ

日
並
御
供
事
、
当
月
者
正
預
方
下
行
也
、
凡
楽
所
下
行
日
並
者
、

正
月
二
日
神
主
、・

三
日
正
預
、・

三
月
三
日
神
主
、・

五
月
五
日
正
預
、・

七
月
七
日
神
主
、

九
月
九
日
ハ

会
式
遂
行
之
時
ハ
、三

橋
御
節
供
ヲ

両
惣
官
ヨ
リ

下
行
之
、
若
会
式
無
遂

行
時
ハ
、七

月
七
日
ニ

引
継
テ
、日

並
朝
夕
正
預
方
ヨ
リ

下
行
之
、
以
上
本
式
如
斯
、

爰
去
年
ヨ
リ

依
閇
門
音
楽
無
之
、
仍
正
月
二
日
・
三
日
幷
三
月
三
日
不
及
下
行
間
、

今
日
五
月
五
日
始
也
、
然
者
、
今
日
始
而
可
被
下
行
由
、
於
楼
門
令
申
処
、
当
月

正
預
下
行
之
月
也
、
先
可
有
下
行
旨
被
申
間
、
二
御
殿
分
則
下
行
畢
、」
於
不
可

依
月
々
各
度
上
者
、
今
日
正
預
方
下
行
尤
不
審
也
、

一�

、
十
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
白
杖
・
御
幣
・
散
米
北
郷
神
殿
守
□
□
□
□
、
旬

日
並
朝
夕
、
本
六
種
、
本
六
種
、
見
参
社
司
、
家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
時
勝
・
延

胤
・
祐
前
・
祐
松
・
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、

時
憲
・
師
種
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時
隆
・
家
統
、

一
、
来
十
七
日
若
宮
祭
礼
必
定
云
々
、
則
自
学
侶
衆
議
之
状
到
来
之
、

一�

、
十
六
日
、
若
宮
祭
礼
夜
宮
神
供
等
、
日
並
御
供
ニ

連
続
シ
テ

備
進
之
、
願
主
等
社

参
如
例
、

一�

、
十
六
日
、
夜
宮
田
楽
頭
屋
ノ

御
幣
、
晩
景
ニ

マ
イ
ル
、
頭
人
宗
聚
善
教
房　

松
善
院
、
」・
覚

俊
善
恩
房　

四
十
九
院
、両
方
ノ
御
幣
八
本
各
四
本
充
、・

軾
二
端
、
各
一
端
充
、本

社
分
就
神
供
備
進

ノ
当
番
一
﨟
八
条
権
預
祐
識
拝
領
之
、
代
官
祐
松
啓
白
之
、
若
宮
分
御
幣
二
本
・

軾
二
反
彼
神
主
拝
領
之
、
凡
連
日
ノ
大
雨
以
外
也
、

一
、
十
七
日
、
若
宮
祭
礼
如
例
、
去
年
分
也
、
依
寺
訴
延
引
之
、

　

�

先
十
七
日
寅
剋
、出

御
、
別
会
所
ノ

催
幷
乱
声
等
如
例
、
催
ノ

使
ハ

ト
カ
メ
也
、
先
初

度
ノ
催
ノ
時
、
若
宮
方
昨
日
ノ

番
ノ

神
人
役
ニ
テ
、両

惣
官
幷
社
司
・
氏
人
ノ

参
籠
宿

所
等
悉
、
幷
談
義
屋
南
北
ノ

両
座
神
人
ノ
座
ニ
、初

度
ノ
案
内
ヲ

申
之
、
第
二
度
ノ

」

催
ノ

時
、
又
如
先
社
中
相
触
テ
、初

度
ノ
乱
声
ヲ

ス
ヽ
ム
、
第
三
度
ハ

乱
声
ハ

出
御
ノ

時
也
、
第
三
度
ノ
案
内
ノ
時
、
又
社
司
・
氏
人
宿
所
之
悉
相
触
之
、
第
二
度
ノ
案

内
ヲ
聞
テ
、社

中
用
意
シ
テ
、第

三
度
ノ

案
内
ノ
後
ニ
、社

家
出
仕
之
、
各
着
拝
殿
円
座
、

于
時
若
宮
常
住
来
テ

申
云
、
社
家
悉
御
出
仕
候
哉
、
可
奉
成
御
出
云
々
、
此
条
規

式
如
斯
、
爰
当
年
事
、
十
七
日
寅
剋
、既

成
時
剋
之
処
、
不
申
案
内
、
暫
ア
リ
テ
初

度
ノ
案
内
ヲ

大
宿
所
幷
墨
絵
屋
ヘ

申
之
、
大
宿
所
ニ
ハ

神
主
代
参
籠
、
墨
絵
屋
ニ
ハ

正
預
代
参
籠
也
、
仍
両
所
申
之
、
舩
戸
屋
ニ
ハ

氏
人
祐
弥
参
籠
、
松
屋
ニ
ハ

時
憲
・

師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
師
詮
参
籠
之
、
此
両
所
ヘ
ハ

案
内
ヲ

不
申
之
、
雖
然
、」

墨
絵
屋
へ

案
内
ヲ

申
ヲ

聞
テ
、面

々
出
仕
拝
屋
、
爰
評
定
云
、
三
ヶ
度
案
内
ノ

事
、
社

司
・
氏
人
参
籠
所
悉
ニ

相
触
ハ
、古

今
先
規
也
、
而
今
暁
無
其
儀
条
如
何
哉
由
相
尋
、

番
神
人
安
永
申
云
、
両
惣
官
ノ
御
宿
所
ハ
カ
リ
ハ

案
内
ヲ

申
候
、
於
自
余
社
司
・

氏
人
御
屋
者
、
曽
以
無
先
規
由
申
之
、
此
条
以
外
緩
怠
也
、
雖
然
、
既
出
仕
之
上
、

臨
期
違
乱
無
勿
体
間
、
追
而
可
有
糺
明
云
々
、

　
　
　

出
御
行
烈
次
第

　

先
松
明
二
行
南
北
末
神
人
四
人
燭
之
、松
ハ
五
十
把
充
、両
惣
官
ヨ
リ
下
行
之
、

　

次
散
所
神
人
、

　

次
御
体
、
役
人
若
宮
神
主
祐
勝
、
束
帯

覆
面
、下
役
下
預
常
住
春
職
、�

　

」

　
　
　
　
　

三
方
神
人
等
前
後
ニ

供
奉
之
、

　

次
社
家
供
奉
之
、

　

次
楽
所
、
奏
慶
雲
楽
、

　

次
衆
徒
、

　

次
雑
人
、

　
�

馬
場
殿
ノ

殿
内
御
祓
祐
勝
勤
仕
之
、但
代
官

ニ
祐
前
勤
仕
歟
、大

麻
一
本
、散
米
折
櫃
ニ

入
テ
、

木
守
沙
汰
進
之
、
春
職
取
次
テ
、持

参
之
、
御
祓
ノ
後
、
奉
安
置　

御
体
訖
、
御
簾

役
ハ
、当

参
ノ

末
座
ノ

社
司
役
ナ
リ
、
神
宮
預
祐
松
衣
冠
、　

第
十
、

参
勤
之
、
常
住
来
テ

御
簾

ノ
御
役
ト

勤
時
分
参
之
、
御
体
殿
内
ヘ

入
給
時
、
御
簾
ヲ

上
テ
、其

後
退
出
之
、
祐
勝

殿
内
ヨ
リ

」
出
ル

時
ハ
、祐

勝
ア
ケ
テ
出
也
、
末
ノ

社
司
ハ

イ
ロ
ハ
ス
、�

　
　

」

　

次
社
家
着
座
、

　
　

東
床
在
差
筵
、大

中
臣
社
司
・
氏
人
、
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西
床
在
差
筵
、中

臣
社
司
・
氏
人
、

　
　

若
宮
神
主
ハ

御
殿
ノ
階
下
、
差
筵
、松

明
百
杷
、
木
守
沙
汰
也
、

　

次
御
燈
呂
懸
之
、
木
守
所
進
、

　

次
御
前
松
明
二
行
ニ

焼
、
木
守
沙
汰
、

　

�

次
別
会
五
師
奉
幣
在
之
、
延
恩
房
宗
秀
、氏

人
祐
弥
御
幣
ヲ

取
次
テ
、祝

師
祐
勝
ニ

渡
之
、

祝
申
後
、
奉
献
春
職
、

　

�

次
拝
殿
巫
女
出
仕
、御
子
舞
幷
白
拍
子
以
下
舞
之
、此
時
御
」□
神
楽
、菓
子
大
小
、・

瓶
子
、
一
双
、銚

子
・
鍉
等
木
守
沙
汰
進
之
、

　

次
御
神
楽
以
後
、
面
々
退
出
之
、

一
、
辰
剋
、
社
家
出
仕
之
、
拝
殿
巫
女
出
仕
之
、
御
子
舞
・
白
拍
子
舞
之
、

渡
物
ノ
時
分
退
出
之
、

　
　
　
　

渡
物
次
第

　

先
白
杖
幷
御
幣
五
本
此
内
四
本
ハ
本
社
分
、赤

衣
仕
丁
捧
之
、

　

次
十
烈
、　　
　

次
日
使
、
束
帯
、

　

次
楽
人
、　　
　

次
巫
女
、
郷
御
子
、拝
殿
、

　

次
細
男
、　　
　

次
日
使
参
御
前
、
東
タ
イ
コ
ノ
北
辺
ニ

彳
之
、

　

次
巫
女
着
座
、
東
郷
御
子
、

西
拝
殿
、

次
猿
楽
四
座
、
二
村
ニ
参
之
、�

　

」

　

次
日
使
奉
幣
、　

祝
師
祐
勝
直
ニ

請
取
テ

祝
申
之
、
奉
献
春
職
、

　

次
御
棚
打
敷
々
之
、
生
絹
一
幅
、

　

次
御
供
伝
供
、左

右
ノ

楽
屋
ニ

十
天
楽
ヲ

奏
之
、

　
　
　

階
上
左
方
、
正
預
延
祐
、
階
下
、
家
久
・
延
胤
・
祐
松
、

　
　
　

階
上
右
方
、
若
宮
神
主
祐
勝
、
階
下
、
時
勝
・
祐
前
、

　
　
　
　

神
主
家
徳
雖
令
出
仕
、
老
体
之
間
、
不
合
期
之
故
、
不
立
所
役
、

一
、
次
十
烈
乗
馬
、�

次
東
舞
、
在
歌
、

　

次
馬
張
、　　
　

�

次
競
馬
、

　

次
流
鏑
馬
在
随
兵
、�

次
振
鉾
、
三
節
、　

　
　
　
　

�

　
　
　
　
　

」

　

次
四
舞
、�

次
細
男
、

　

次
猿
楽
舞
之
、
四
座
、�　

�

次
田
楽
両
座
打
入
本
座
東
、

新
座
西
、

　

次
田
楽
ノ
御
幣
奉
幣
之
、
神
人
請
取
テ
、祐

勝
ニ

献
、
祝
申
之
後
奉
献
春
職
、

　

次
競
馬
逐
之
、　
　
　　

�

次
社
家
退
出
之
、

　

次
陵
王
、
納
曽
利
、

　

次
流
鏑
馬
射
之
、　
　
　�

次
社
家
又
出
仕
、

　

次
散
手
、
貴
徳
此
時
分
ニ
御
供
奉
下
、

　

次
立
合
、　
　
　
　　

　

�

次
相
撲
、

　

次
抜
頭
、　
　
　
　　

　

�

次
落
尊
、　　
　
　
　
　
　
　

�

　
　
　
　
　
　

」

　

次
還
御
、
奏
還
城
楽
、

　
　
　
　

行
烈
如
出
御
、

　

�

見
参
社
司
、
神
主
家
徳
・
執
行
正
預
延
祐
・
権
神
主
家
久
・
新
権
神
主
時
勝
・
次

預
延
胤
・
権
預
祐
前
・
神
宮
預
祐
松
・
若
宮
神
主
祐
勝
、
各
束
帯
、不

参
社
司
、
権

預
祐
識
軽
服
、・

加
任
預
祐
文
・
権
預
祐
仲
・
同
延
盛
・
同
祐
風
、
各
故
障
、

一�

、
連
日
大
雨
之
間
、
今
日
雖
止
雨
、
渡
物
路
次
以
外
也
、
爰
東
床
ヨ
リ

以
拝
殿
沙
汰

人
清
光
被
牒
送
云
、
路
次
悪
之
間
、
拝
殿
巫
女
渡
物
以
外
候
、
以
別
儀
歩
ノ
板
ヲ

可
被
敷
之
旨
、
可
牒
送
別
会
方
候
、
此
条
如
何
由
云
々
、」
西
床
返
答
云
、
□〔

雨
〕儀

ハ
度
々
例
也
、
而
歩
ノ

板
事
、
無
先
規
之
上
者
、
難
申
意
見
云
々
、
雖
然
、
東
床

評
定
ト
シ
テ
、牒

送
于
別
会
所
之
処
、
無
先
規
之
間
、
修
理
所
不
可
随
其
儀
候
歟
、

不
可
叶
云
々
、

一
、
若
宮
御
体
御
榊
四
手
紙
、
水
原
廿
枚
、
就
役
人
祐
勝
下
行
之
、

一
、
松
明
五
十
杷
、
南
郷
座
ヘ
自
正
預
方
下
行
之
、
神
主
方
同
前
歟
、　�　
　
　

」

一
、
廿
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
白
杖
以
下
北
郷
神
殿
守
参
勤
之
、

　

�

旬
日
並
朝
夕
、四
種
、見
参
社
司
、家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・

祐
風
・
祐
松
・
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・

師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時
隆
、

一�

、
今
日
評
定
云
、
去
十
七
日
若
宮
祭
礼
出
御
案
内
事
、
社
家
之
宿
所
々4
へ

悉
申
之
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条
先
規
也
、
兎
角
及
異
儀
之
条
、
緩
怠
之
至
極
也
、
彼
番
神
人
安
永
可
被
止
出
仕

旨
、以
両
職
事
申
送
若
宮
神
主
祐
勝
、方

畢
、返
答
云
、意
得
申
候
、可
加
下
知
云
々
、

一�

、
廿
二
日
、
若
宮
方
神
人
等
以
使
節
社
務
若
宮
神
主
、方
へ

申
入
云
、
祭
礼
案
内
事
、

□
惣
官
ノ
御
宿
所
ノ
外
ハ
、不

申
入
条
先
規
候
、此
上
者
、」於
安
永
者
、御
免
候
様
、

為
御
社
務
御
披
露
惣
社
候
者
、
可
畏
入
云
々
、
返
答
云
、
此
条
先
規
相
違
也
、
然

者
、
曽
不
可
有
承
引
上
者
、
披
露
不
可
叶
云
々
、
其
後
条
々
雖
歎
申
入
、
無
取
次

披
露
云
々
、　　
　
　

�

　
　
　
　
　
　
　
　

」

一�

、
六
月
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
白
杖
頼
春
南
郷
二
、・

御
幣
春
主
同
□〔

三
〕、・

散
米
春
富
、

同
四
、旬

日
並
朝
夕
、朔
御
供
、本
六
種
、見
参
社
司
、家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
祐
識
・

時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
風
・
祐
松
・
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、

大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時
隆
・
師

和
、

一�

、
今
日
出
仕
之
時
分
ニ
、若

宮
神
主
方
ヨ
リ

職
事
神
人
ヲ

座
中
ノ
使
節
安
憲
ニ

相
副
テ
、

於
楼
門
披
露
シ
テ

云
、
祭
礼
案
内
事
、
惣
座
神
人
等
申
趣
者
、
両
惣
官
ノ
外
ハ

不

申
入
之
由
、
相
存
之
処
、
社
家
御
記
分
明
之
由
被
仰
出
之
上
、
又
近
年
儀
無
異
論

上
者
、
悔
先
非
歎
申
候
、
向
後
者
、
三
ヶ
度
ノ

案
内
任
先
規
、
云
社
司
云
氏
人
、」

御
参
籠
御
宿
所
悉
ニ

可
申
入
候
、
此
上
者
、
可
蒙
御
免
之
由
歎
申
候
、
則
使
節
安

憲
ヲ

相
副
テ

牒
送
申
候
、
且
可
為
如
何
哉
之
由
令
申
、
返
答
云
、
向
後
事
領
状
申

上
者
、
御
披
露
趣
意
得
申
之
云
々
、
其
後
以
両
職
事
申
送
、
若
宮
神
主
方
云
、
案

内
事
、
悔
先
非
歎
申
入
上
者
、
出
仕
事
可
被
免
除
候
、
尚
々
向
後
事
無
違
乱
之
様
、

可
被
加
御
下
知
云
々
、
則
安
永
出
仕
免
除
畢
、

一
、
今
日
法
蓮
御
幣
無
沙
汰
之
云
々
、

一
、
三
日
、
惣
社
会
合
、
於
神
主
私
舘
在
之
、

一�

、
十
一
日
、
法
蓮
御
幣
備
進
之
、
依
為
御
供
以
前
、
就
昨
日
当
番
正
預
代
官
祐
松

啓
白
之
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

一�

、
十
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
白
杖
・
御
幣
・
散
米
以
南
郷
・
神
殿
守
等
勤
仕
之
、

旬
日
並
朝
夕
、
祝
薗
本
六
、
公
方
本
六
、
見
参
社
司
、
家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
祐

識
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
風
・
祐
松
・
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・

延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時

隆
・
師
和
、

一�

、
今
夜
亥
剋
、於

若
宮
拝
屋
、
延
年
一
反
在
之
、
遊
僧
・
白
柏
子
□

・
乱
拍
子
章
、等

舞

之
、
管
絃
者
以
下
参
之
、
大
夫
公
憲
秀
水
坊
、興

行
之
云
々
、
社
家
輩
ハ

直
垂
ニ
テ

杉

ノ
本
ニ
テ

見
物
之
、
希
代
見
事
也
、
杉
本
ハ

遠ト
ヲ
クシ

テ
ワ
ル
シ
、
向
後
者
御
前
ニ

着
座
シ

テ
、見

物
可
然
也
、　�

　

」

一
、
十
四
日
、
祇
園
会
在
之
、

一
、
廿
日
、
修
正
執
行
之
云
々
、

一�

、廿
一
日
、旬
御
神
事
如
例
、白
杖
春
主
南
郷
二
、・

御
幣
春
直
四
、・

散
米
春
景
、同
五
、

旬
日
並
、
四
種
等
、
見
参
社
司
、
家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・

祐
風
・
祐
松
・
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・

師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時
隆
・
師
和
・
家
統
、

一�

、今
日
御
神
事
時
分
、職
事
披
露
シ
テ

云
、去
十
一
日
被
加
御
下
知
候
法
蓮
御
幣
遅
々

麁
品
事
、
彼
祈
祷
師
春
恩
南
郷
、・

春
職
若
宮
、両

人
申
合
間
、
則
罷
向
間
答
之
処
、

講
衆
等
申
趣
、
料
田
有
名
無
実
之
間
遅
々
延
引
、
如
形
備
進
申
候
、
涯
分
致
計
略

其
子
細
可
申
入
候
由
、
御
請
ヲ

申
候
云
々
、」
凡
此
幣
ハ

往
古
以
来
備
進
之
御
幣
也
、

自
然
無
沙
汰
之
輩
在
之
時
ハ
、為

社
家
公
事
神
人
ヲ

許
可
シ
テ

催
促
之
由
、
旧
記
分

明
也
、

一
、
廿
七
日
、
衆
徒
山
入
在
之
、�

」

（
白
紙
）�

」

一�

、
寛
正
五
年
甲
申
、七

月
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
御
供
五
ヶ
度
、
旬
日
並
朝
夕
、

朔
御
供
、
公
方
本
六
種
、
白
杖
基
定
北
郷
一
、・

御
幣
徳
継
同
三
、・

散
米
吉
実
、
同
四
、

見
参
社
司
、
神
主
家
徳
・
執
行
正
預
延
祐
・
権
神
主
家
久
・
権
預
祐
識
・
新
権
神

主
時
勝
・
次
預
延
胤
・
権
預
祐
前
・
権
預
祐
風
・
神
宮
預
祐
松
・
若
宮
神
主
祐

〔
両
〕
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勝
、
中
臣
氏
人
、
治
部
少
輔
祐
弥
・
中
務
少
輔
延
光
・
散
位
延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、

民
部
大
輔
時
憲
・
宮4
内
大
輔
師
種
・
刑
部
大
輔
師
淳
・
中
務
大
輔
家
興

・
民
部

少
輔
家
益
・
大
蔵
大
輔
時
綱
・
宮
内
少
輔
師
詮
・
時
隆
・
師
和
・
家
統
、
不
参
社

司
、
加
任
預
祐
文
・
権
預
祐
仲
・
権
預
延
盛
、
各
故
障
、�

」

一�

、
七
日
、
御
索
餅
御
神
事
如
例
、
両
惣
官
代
官
以
下
参
勤
之
、
正
預
代
社
司
衣
冠
、

一�

、
七
日
御
節
供
御
神
事
如
例
、
御
供
六
ヶ
度
音
楽
在
之
、日

並
朝
夕
、
四
種
節
供
六
種
代
、

四
種
西
殿
ノ
代
、神

戸
、
櫟
本
庄
以
上
、
見
参
社
司
、
家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
祐
識
・

時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
風
・
祐
松
・
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、

大
中
臣
氏
人
、時
憲
・
師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時
隆
・
家
統
、

一
、
今
日
一
御
殿
日
並
朝
夕
、
神
主
方
ヨ
リ

下
行
楽
所
畢
、

一
、
櫟
本
大
庄
御
飯
麁
品
之
間
、
不
可
然
之
由
加
下
知
了
、�

」

一�

、
十
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
御
供
五
ヶ
度
、
旬
日
並
朝
夕
、
本
六
種
、
本
六
種
、

白
杖
基
定
一
、・

御
幣
守
弘
二
、・

散
米
吉
実
、
四
、見

参
社
司
、
家
徳
・
延
祐
・
家

久
・
祐
識
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
風
・
祐
松
・
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・

延
光
・
延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時

隆
・
師
和
・
家
統
、

一
、
十
二
日
、
神
主
廻
文
到
来
、
使
者
北
郷
職
事
神
人
也
、

　

�

就
御
譲
位
事
、
為
雨
風
御
祈
祷
、　

殿
下
御
奉
書
如
此
、
子
細
見
彼
面
候
歟
、
仍

番
張
一
紙
織
進
之
候
、
無
相
違
候
者
、
各
可
令
加
奉
給
候
哉
、
恐
々
謹
言
、�
」

　
　
　
　
　

七
月
十
二
日　
　
　
　
　

神
主
家
徳

　

謹
上　

正
預
殿
幷
権
官
御
中

　
　
　
　
　

追
申
、
若
宮
神
主
殿
同
有
存
知
給
候
、
重
謹
言
、

　

定　

御
譲
位
風
雨
御
祈
祷
結
番
事
、

　

一
番　

神
主　
　
　
　
　
　

若
宮
神
主
奉

　

二
　々

正
預
奉　

　
　
　
　

次
預
奉

　

三
　々

権
神
主
奉　

　
　
　

大
西
権
預
奉

　

四
　々

八
条
権
預
奉　

　
　

下
権
預
奉

　

五
　々

新
権
神
主
奉　

　
　

大
西
新
預
奉�

」

　

六
　々

加
任
預
奉　

　
　
　

神
宮
預
奉

　

七
　々

慈
性
院
権
預
奉

　

�

右
、
自
来
十
三
日
迄
十
九
日
、
一
七
ヶ
日
之
間
結
番
次
第
、
各
無
懈
怠
可
令
参
勤

給
之
状
、
如
件
、

　
　
　
　

寛
正
五
年
七
月
十
二
日

　

�

来
十
九
日
可
有
御
譲
位
、
無
風
雨
以
下
難
之
様
、
自
同
十
三
日
一
社
一
同
抽
丹
誠
、

可
致
御
祈
祷
之
由
、　

綸
旨
如
此
、
早
可
令
存
知
由
、　

殿
下
御
気
色
所
候
也
、
仍

執
達
如
件
、

　
　
　
　
　

七
月
十
日　
　

�

　

修
理
大
夫
頼
弘
奉�

」

　

謹
上　

両
惣
官
御
中

　
　
　
　
　
　
　

�

私
云
、
綸
旨
ハ

不
下
云
々
、

一�

、
十
五
日
、
御
節
供
御
神
事
如
例
、
御
供
三
ヶ
度
、
日
並
朝
夕
幷
乙
木
庄
、
見
参

社
司
・
氏
人
、
去
十
一
日
ニ

同
之
、

一
、
十
九
日
、
御
譲
位
御
祈
祷
御
巻
数
進
上
之
、

一�

、
今
度
御
譲
位
衣
服
用
途
事
、
就
神
主
職
二
千
疋
可
進
上
之
由
、
御
執
奏
御
奉
行

于
時
広（

綱

橋光
）

中
納
言
殿
、被

仰
出
間
、
先
規
不
覚
悟
之
由
申
上
之
、
而
去
応
永
十
九
年
御
譲

位
之
時
、
神
主
進
上
之
、
但
歎
申
入
間
、
五
百
疋
ニ
テ

被
閣
之
云
々
、
其
時
神
主

ハ
師
盛
卿
也
、」
然
者
、
武
家
御
師
ノ

御
礼
分
ニ

混
乱
歟
、
上
古
更
不
承
及
次
第
也
、

其
上
当
職
事
、
当
時
有
名
無
実
也
、
可
有
御
免
之
由
、
種
々
雖
歎
申
入
、
全
分
御

免
不
可
叶
由
、
被
仰
出
之
間
、
弐
百
疋
分
ヲ

進
上
之
、
此
条
修
南
院
殿
ニ

被
談
合

申
云
々
、
正
預
方
ハ

一
向
不
及
沙
汰
者
也
、
武
家
御
師
師
淳
、モ

不
及
沙
汰
云
々
、

一�

、
廿
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
御
供
四
ヶ
度
、
旬
日
並
朝
夕
、
四
種
、
白
杖
基
定
・

御
幣
徳
継
・
散
米
吉
実
、
見
参
社
司
、
家
久
・
祐
識
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐

風
・
祐
松
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
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家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
家
統
、
不
参
社
司
、
家
徳
腹
薬
、」・

延
祐
・
祐
文
・

祐
仲
・
延
盛
各
故
障
、・

祐
勝
、
腹
薬
、

一�

、
今
日
上
役
両
惣
官
不
参
之
間
、
権
神
主
家
久
束
帯
、勤

仕
之
、
若
宮
神
主
祐
勝
不

参
之
間
、
為
上
役
家
久
若
宮
殿
ヘ
参
之
、
旬
御
供
備
進
之
、
祝
申
後
退
出
之
、
祐

松
ハ

為
末
座
役
分
参
勤
之
、
仍
ノ

下
役
幷
朝
御
供
備
進
シ
テ

祝
申
之
後
、
帰
参
于
本

社
畢
、
若
宮
神
主
随
身
之
氏
人
家
益
一
人
祇
候
シ
テ
、夕

御
供
幷
四
種
御
供
備
進
之
、

祝
申
之
也
、
且
氏
人
勤
仕
先
例
也
、�

」

一�

、
八
月
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
御
供
五
ヶ
度
、
旬
日
並
朝
夕
、
朔
御
供
、
公
方

本
六
種
、
白
杖
春
主
南
郷
二
、・

御
幣
春
富
同
三
、・

御
散
米
春
直
、
同
四
、見

参
社
司
、

家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
祐
識
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
風
・
祐
松
・
祐
勝
、
中

臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
師
淳
・
家
興
・

時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時
隆
・
師
和
・
家
統
、
不
参
社
司
、
祐
文
・
祐
仲
・
延
盛
、

各
故
障
、

一�

、
今
日
若
宮
殿
ノ

旬
盛
タ
ル
蓮
崩
テ
、大

床
落
御
、
以
神
人
申
送
御
供
所
テ

盛
直
畢
、

仍
若
宮
殿
ノ
御
供
ク
エ
ス
、
可
有
御
意
得
由
、
任
例
以
常
住
神
殿
守
于
時
上
番

宗
時
、

申
送

于
本
社
之
処
、
宗
時
カ

□
□
ニ　
　

号
三
郎
、於

本
社
申
之
、
但
楼
門
ニ

社
司
御
着
座�

ノ
」□
□
ニ

立
ナ
カ
ラ
件
子
細
ヲ

申
之
、此
条
以
外
緩
怠
候
也
、仍
本
社
ノ
社
司
等
、

以
両
職
事
若
宮
方
ヘ
申
送
云
、
今
日
御
牒
送
使
節
神
人　
　

楼
門
ニ
テ

乍
立
令
披

露
、
不
及
御
返
事
承
退
出
之
、
此
条
緩
怠
之
至
極
也
、
且
無
先
規
、
早
可
被
止
出

仕
之
由
申
送
畢
、
神
宮
預
祐
松
為
末
座
役
祗
候
若
宮
、
帰
参
于
本
社
之
後
、
重
而

評
定
云　
　

乍
立
披
露
緩
怠
不
能
左
右
、
以
常
住
宗
時
、
於
若
宮
蒙
御
下
知
、
直

ニ
子
細
ヲ

請
取
ナ
カ
ラ
、代
官
ヲ

召
仕
条
、緩
怠
自
由
至
也
、同
可
被
罪
科
哉
ト

云
々
、

爰
社
司
評
定
云
、
宗
時
乍
蒙
御
下
知
、
差
進
代
官
之
条
、
自
由
至
也
、
代
官
科
条

ハ
不
可
遁
正
員
之
条
通
法
也
、
雖
然
、
今
日
儀
非
公
事
緩
怠
、
当
座
ノ

」
使
節
緩
怠

也
、
於
宗
時
者
、
就
惣
別
無
緩
怠
仁
体
也
、
且
堅
歎
申
間
、
以
別
段
之
儀
被
優
免

訖
、
至　
　

者
緩
怠
至
極
上
者
、
可
被
止
出
仕
之
由
、
重
而
以
両
職
事
申
送
若
宮

神
主
方
訖
、
九
月
四
日
免
除
之
、

一�

、
今
日
一
日
、自　

大
乗
院
家
恒
例
八
朔
、
御
幣
壇
紙
一
束
・
白
布
一
端
被
進
之
、

述
啓
白
拝
領
之
、

一�

、
六
日
、
季
行
事
状
到
来
、

　

�

御
八
講
事
、
自
来
月
四
日
執
行
旨
治
定
候
、
仍
社
司
・
氏
人
交
名
事
、
急
可
示
給

候
者
可
目
出
候
、
就
其
、
神
馬
・
軾
等
事
、
如
先
々
可
被
用
意
候
、
可
為
珍
重
之

由
、
評
定
候
也
、
恐
々
謹
言
、�

」

　
　
　
　

八
月
六
日　
　

�

季
行
事
会
合
衆
等

　
　
　

両
惣
官
御
中

　
　
　

若
宮
神
主
殿

一
、
十
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、

一
、
十
七
日
、
神
主
廻
文
到
来
、　

御
幸
御
祈
祷
事
也
、

　

�

来
廿
三
日
可
有　

御
幸
始
、
無
風
雨
以
下
難
様
、
自
同
十
七
日
一
社
一
同
抽
丹
誠

可
致
御
祈
祷
之
由
、

　

院
宣
如
此
、
早
可
令
存
知
之
旨
、　

殿
下
御
気
色
所
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　

八
月
十
五
日　

�

修
理
大
夫
頼
弘
奉�

」

　
　
　

両
惣
官
御
中

　
　
　
　
　
　
　
　

私
云
、
院
宣
未
到
来
、

　

定　

御
幸
始
風
雨
等
御
祈
祷
事
、

　

一
番　

神
主
奉　

　
　
　
　

若
宮
神
主
奉

　

二
番　

正
預
奉　

　
　
　

次
預
奉

　

三
番　

権
神
主
奉　

　
　

大
西
権
預
奉

　

四
　々

八
条
権
預
奉　

　

下
権
預
奉

　

五
　々

新
権
神
主
奉　

　

大
西
新
預
奉

　

六
　々

加
任
預
奉　

　
　

神
宮
預
奉

　

七
　々

慈
性
院
権
預
奉�

」

〔
服
〕
（
98
オ
）

〔
服
〕

（
98
ウ
）

（
マ
ヽ
）

（
99
オ
）

（
マ
ヽ
）

（
マ
ヽ
）

（
99
ウ
）

（
マ
ヽ
）

（
100
オ
）

長
者
宣
案

（
100
ウ
）

（
101
オ
）
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右
、
自
今
日
十
七
日
、守

結
番
次
第
、
各
無
懈
怠
可
令
参
勤
給
之
状
、
如
件
、

　
　
　
　

寛
正
五
年
八
月
十
七
日

一�

、
廿
三
日
、
新　

院
御
幸　

室（
足
利
義
政
）

町
殿
云
々
、
関
白
殿
二（

持
通
）

条
殿
、・

室
町
殿
・
諸
公
卿
御

供
奉
云
々
、

一�

、
廿
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
旬
日
並
朝
夕
、
四
種
等
、
白
杖
春
直
南
郷

五
、
・
御
幣
春

景
同
六
、・

散
米
春
房
、
座
頭
一
、見

参
社
司
、
家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
時
勝
・
延
胤
・

祐
前
・
祐
風
・
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・

師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時
隆
・
師
和
・
家
統
、�

」

一�

、
今
日
神
殿
守
三
人
可
参
之
処
、
二
人
参
勤
也
、
仍
糺
明
之
□
、
一
﨟
春
前
現
病
、・

二
﨟
頼
春
現
病
、・

三
﨟
春
主
遠
忌
日
、・

四
﨟
春
富
、
田
舎
在
庄
、於

春
前
者
、
毎
度
号

現
病
条
不
審
也
、
以
宝
印
捧
告
文
者
、
可
閣
由
下
知
之
処
、
以
告
文
歎
申
間
被
閣

之
、
頼
春
重
病
無
其
隠
、
春
富
不
参
併
緩
怠
也
、
不
可
然
、
則
止
出
仕
畢
、

一
、
廿
四
日
、
辰
市
八
幡
宮
夜
宮
如
例
、
御
神
楽
遂
之
、
祐
識
参
詣
之
、

一�

、
廿
五
日
、
八
幡
宮
頭
役
正
預
延
祐
勤
仕
之
、
但
代
物
皆
料
四
貫
五
百
文
、
沙
汰

所
殿
ヘ

被
渡
之
、
仍
一
方
頭
人
井
戸
二
郎
五
郎
子
、彼

方
ヘ
ア
ツ
ラ
ヘ
テ
、
里
ノ

御
供
之

様
盛
之
、
神
宮
分
無
之
、
背
先
規
者
也
、
所
職
人
饗
膳
代
一
前
別
四
十
文
充
、
正

預
殿
ヘ
沙
汰
進
之
云
々
、�

」

一�

、
九
月
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
旬
日
並
朝
夕
、
朔
御
供
、
本
六
種
等
、
白
杖
基

定
北
郷
一
、・

御
幣
守
弘
同
二
、・

散
米
徳
継
、同
三
、見

参
社
司
、家
徳
・
延
祐
・
家
久
・

祐
識
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
風
・
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、

大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時
隆
・
師

和
・
家
統
、

一�

、
四
日
ヨ
リ

御
八
講
遂
行
之
、
季
行
事
性
舜
房
律
師
春
覚
河
上

辻
房
、故
河
上
折
戸
三
郎
五

郎
入
道　
　

次
男
也
、
始
東
金
堂
衆
也
、
当
時
持
安
堂
衆
也
、
一
人
季
頭
也
、

　

白
妙
御
幣
以
下
如
例
、
祝
師
神
主
家
徳
・
若
宮
神
主
祐
勝
、�

」

　

�

免
田
御
供
幷
追
物
上
分
、
満
座
酒
上
分
如
例
、
巨
細
別
紙
注
之
、
見
参
社
司
、
家

徳
・
延
祐
・
家
久
・
祐
識
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
風
・
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、

祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家

益
・
師
詮
・
師
和
・
家
統
、

一
、
第
二
日
五
日
、御

八
講
如
例
、

一�

、
第
三
日
六
日
、御

幣
役
家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
祐
識
勤
仕
之
、
今
日
御
衣
上
分
ノ

次
、
副
曳
上
分
殿
別
五
貫
文
充
進
之
、
神
馬
如
常
、
社
家
本
曳
物
、
如
先
々
曳
之
、

副
曳
社
司
十
三
人
各
五
貫
文
ツ
ヽ
、
氏
人
十
四
人
一
貫
二
百
五
十
文
ツ
ヽ
曳
之
、

送
文
等
久
留
美
ノ
樻
ニ

入
置
之
、

一
、
第
四
日
七
日
、御

八
講
如
常
、�

」

一�

、
第
五
日
八
日
、庄

御
供
如
例
、
御
幣
役
家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
祐
識
勤
仕
之
、
今

日
満
座
酒
上
分
、本
社
分
四
鍉
也
、若
宮
二
鍉
也
、委
細
御
八
講
方
ノ
日
記
ニ

在
之
、

一
、
九
日
、
会
如
例
、
仍
三
橋
庄
御
節
供
一
・
二
御
殿
分
、
両
惣
官
下
行
在
所
畢
、

一�

、
九
日
、
御
節
供
御
神
事
如
常
、
日
並
朝
夕
、
四
種
節
供
六
種
代
、神

戸
・
小
田
中
・

三
橋
・
吐
田
等
、
西
殿
ハ

年
貢
未
済
之
間
、
相
当
神
供
仁

八
種
ヲ

来
十
一
日
可
令

備
進
之
由
、
今
日
披
露
之
、
仍
九
・
十
﨟
相
待
者
也
、
見
参
社
司
、
家
徳
・
延
祐
・

家
久
・
祐
識
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
風
・
祐
勝
、中
臣
氏
人
、祐
弥
・
延
光
・

延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時

隆
・
師
和
・
家
統
、�

」

一�

、
十
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
御
供
六
ヶ
度
、
旬
日
並
朝
夕
、
祝
薗
本
六
種
、
公

方
本
六
種
、西
殿
御
節
供
代
八
種
、白
杖
基
定
北
郷

一
、
・
御
幣
守
弘
同
二
、・

散
米
徳
継
、

同三
、見
参
社
司
、
家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
祐
識
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
風
・
祐

勝
、
両
氏
々
人
九
日
ニ

同
之
、

一�

、
今
日
八
種
依
為
西
殿
御
節
供
代
、
去
九
日
分
ニ

九
・
十
﨟
給
之
、

一�

、
今
日
十
一
日
、若

宮
旬
御
供
楽
所
ノ

番
ニ

出
之
、
凡
毎
月
廿
一
日
ノ
若
宮
旬
ハ
、権

官

拝
領
也
、
毎
月
廿
一
日
楽
所
下
行
ノ
旬
ハ
、権

官
等
所
出
也
、
仍
若
宮
神
主
モ

権
官

所
出
ニ

准
テ
、権

官
十
人
、一

巡
出
後
、
若
宮
神
主
一
旬
出
之
者
也
、
爰
去
年
癸
未

十
二

（
後
花
園
）

（
101
ウ
）

〔
処
〕

（
102
オ
）

（
マ
ヽ
）

（
102
ウ
）

（
103
オ
）

（
103
ウ
）
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月
廿
三
日
、
依
寺
訴
社
頭
幷
七
大
寺
閇
門
、
同
廿
四
日　

御
動
座
、
当
年
甲
申

四

月
十
三
日
開
門　

御
帰
坐
也
、
其
間
」
自
正
月
一
日
至
四
月
十
一
日
音
楽
無
之
、

仍
所
出
両
惣
官
四
ヶ
月
、・

権
官
三
ヶ
□〔

月
〕

無
之
、
然
者
、
若
宮
神
主
ノ

所
出
モ
、三

ヶ
月

可
令
延
引
者
歟
、
雖
然
、
於
当
旬
ハ
、相

当
中
十
ヶ
月
之
間
、
如
恒
例
先
出
之
云
々
、

此
趣
且
可
為
何
様
候
哉
由
、
若
宮
神
主
代
披
露
之
、
此
条
非
其
謂
歟
、
但
去
宝
徳

年
中
依　

御
動
座
閇
門
、
数
月
音
楽
無
之
、
雖
然
、
中
十
ヶ
月
通
ニ
テ

若
宮
旬
御

供
出
之
、
于
時
若
宮
神
主
祐
村
、所

詮
、
代
々
閇
門
幷
御
入
路
之
時
、
毎
度
被
止
音
楽
者

社
例
也
、
早
被
撰
代
々
記
録
、
重
而
可
承
之
旨
、
社
司
等
評
定
返
答
訖
、

一�

、
十
二
日
、
南
郷
二
﨟
神
殿
守
頼
春
死
去
、
仍
春
主
伝
任
二
﨟
職
、
新
神
殿
守
春

房
云
々
、
但
母
ノ

重
服
也
、
且
重
服
中
拝
任
神
殿
守
者
、
今
度
初
例
□
、�

」

一
、
十
三
日
、
東
大
寺
伝
害
会
遂
行
之
、
田
楽
頭
安
楽
坊
云
々
、

一
、
十
四
日
ヨ
リ

祐
識
当
番
代
官
祐
弥
参
勤
之
、

一�

、
十
四
日
、
摂
州
吹
田
ノ
産
霊
宮
へ

祐
識
参
詣
之
、
十
五
日
師
子
窟
寺
参
詣
之
、

十
六
日
帰
宅
畢
、

一�

、
廿
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
旬
日
並
朝
夕
、
四
種
等
、
白
杖
基
定
・
御
幣
守
弘
・

散
米
徳
継
、
見
参
社
司
、
家
継
・
延
祐
・
家
久
・
祐
識
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・

祐
松
・
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・

大
中
臣
氏
人
、
師
種
・
師
淳
・
家

興
・
時
綱
・
家
久
・
師
詮
・
時
隆
・
師
和
・
家
統
、�
　

」

一
、
廿
二
日
、
神
馬
事
在
之
、

一
、
廿
一
日
、
自
安
位
寺
殿
御
綿
上
分
一
屯
被
遣
之
、
延
□
啓
白
拝
領
之
、

一
、
廿
二
日
、
伝
奏
御
奉
書
以
柚
留
木
大
進
房
使
者
付
遣
之
、

　

�

二
星
合
変
異
候
、　

仙
洞
幷
室
町
殿
御
祈
事
、
今
日
廿
日
、可

令
致
丹
棘
之
由
、
可

令
下
知
一
社
給
、
不
祓
本
宿
者
不
可
有
結
願
之
儀
由
、
日
野
大
納
言
殿
御
奉
行
所

候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

十〔
九
〕月

廿
日　
　
　

�

修
理
大
夫
忠
弘
奉

　

謹
上　

両
惣
官
御
中

　

�

此
御
奉
書
、
廿
二
日
一
社
会
合
之
砌
到
来
之
間
、
不
及
廻
文
、」
結
願
日
限
無
之

上
者
、
任
先
例
就
当
番
、
各
可
令
祈
念
由
、
惣
社
評
定
訖
、�

」

（
白
紙
）�

」

一�

、
寛
正
五
年
甲
申

十
月
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
御
供
五
ヶ
度
、
旬
日
並
朝
夕
、
朔

御
供
、
本
六
種
等
、
白
杖
春
主
南
郷

二
、
・
御
幣
春
富
同
三
、・

散
米
春
直
、
同
四
、見

参
社

司
、
神
主
家
徳
・
正
預
延
祐
・
権
神
主
家
久
・
新
権
神
主
時
勝
・
次
預
延
胤
・
権

預
祐
前
・
神
宮
預
祐
松
・
若
宮
神
主
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
祐
夏
、

大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時
隆
・
師

和
・
家
統
、
不
参
社
司
、
権
預
祐
識
・
加
任
預
祐
文
・
権
預
祐
仲
・
同
延
盛
・
同

祐
風
、

一�

、
十
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
御
供
五
ヶ
度
、
白
杖
春
主
、・

御
幣
春
直
、・

散
米
、春
富
、

見
参
社
司
・
氏
人
等
朔
日
ニ

同
之
、�

」

一
、
廿
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、

一
、
廿
二
日
、
神
宮
預
祐
松
、
為
小
坂
算
用
催
促
上
洛
之
、

一
、
廿
一
日
、
刑
部
大
輔
師
淳
子
息
誕
生
之
、�

」

一�

、
十
一
月
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
御
供
五
ヶ
度
、
旬
日
並
朝
夕
、
朔
御
供
、
本

六
種
等
、
見
参
社
司
、
家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
風
・
祐

勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
・
祐
夏
・
延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・

師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
時
隆
・
師
和
・
家
統
、

一�
、
三
日
、
維
摩
会　

勅
使
御
迎
事
、
以
職
事
神
人
、
自
正
預
方
相
触
之
、
但
廻
文

幷
支
配
状
無
之
、

　

�

維
摩
会
自
来
十
日
始
行
、
仍
前
日
御
参
向
之
御
迎
人
夫
・
伝
馬
事
、
任
例
可
令
下

知
給
之
由
、
南
曹
弁
殿
仰
所
候
也
、
仍
執
達
如
件
、�

」

　
　
　
　
　

十
一
月
二
日　

�

左
衛
門
尉
秀
親
奉

　

謹
上　

春
日
両
惣
官
御
中

　
　
　

追
申
、

（
104
オ
）

無

〔
洛
〕

〔
歟
〕

（
104
ウ
）

祐
夏
、

（
105
オ
）

（
経
覚
）

（
105
ウ
）

（
106
オ
）

（
106
ウ
）

（
107
オ
）

（
ノ
チ
ノ
師
順
）

（
107
ウ
）

（
108
オ
）
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�

来
九
日
未
明
御
参
向
之
間
、
八
日
早
々
京
着
候
様
、
可
得
御
意
候
、
千
万

八
日
参
着
候
ハ
て
ハ
、不

可
立
御
用
候
也
、

　

�

一
通
進
之
候
、
人
夫
ハ

如
先
例
五
人
分
、
可
被
進
納
候
、
伝
馬
ハ

以
代
物
可
被
進

納
一
疋
代
三
十
疋
候
、
付
廻
可
沙
汰
給
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

十
一
月
二
日　
　
　
　
　
　

�

秀
親

　
　
　

両
惣
官
御
中�

」

一�

、
六
日
、
正
預
方
廻
文
在
之
、
来
十
一
日
祭
礼
事
、
上
卿
御
使
等
未
領
状
之
間
、

延
引
次
支
干
云
々
、

一�

、
八
日
、
南
曹
弁
殿
人
夫
・
伝
馬
如
例
進
之
、
但
伝
馬
一
疋
代
三
百
文
進
之
、
九

日
御
下
向
之
、

一
、
十
日
ヨ
リ

維
摩
会
始
行
之
、

一�

、
十
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
旬
日
並
朝
夕
、
祝
薗
本
六
種
、
公
方
本
六
種
、
申

御
供
等
備
進
之
、
見
参
、
家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
祐
識
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・

祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
祐
弥
・
延
光
、
大
中
臣
氏
人
、
時
隆
・

師
淳
・
師
種
・
家

興
・
時
綱
・
家
益
・
師
詮
・
師
和
・
家
統
、

一
、
今
日
於
御
前
伝
奏
御
奉
書
披
露
之
、�

」

　

星
合
御
祈
祷
事
、
来
十
五
日
可
結
願
給
之
由
、
日
野
殿〔

仰
脱
カ
〕

所
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　

十
一
月
四
日�

修
理
大
夫
忠
弘

　

謹
上　

両
惣
官
御
中

　
　
　
　

来
十
五
日
、
公
武
御
巻
数
二
本
可
送
進
之
由
、
評
定
也
、

一�

、
十
三
日
、
維
摩
会
ノ
延
年
在
之
、
講
師
東
北
院
禅
師
御
房
、
田
原
坂
上
ノ　

　

白
土
ノ　

　

等
遂
行
之
、

一�

、
十
四
日
、
雨
降
間
延
年
無
之
、

一
、
十
五
日
、
延
年
在
之
、

一
、
十
六
日
、
延
年
在
之
、�

」

一�

、十
八
日
、祐
識
参
籠
社
頭
、以
前
千
日
参
籠
不
足
、漸
々
令
参
籠
継
之
由
存
者
也
、

一�

、
十
八
日
、
藤
章
母
一
昨
日
十
六
日
夜
、死

去
之
間
、
折
節
藤
章
在
京
之
間
、
十
七
日

告
上
之
処
、
十
八
日
下
向
之
、
直
ニ

社
頭
西
向
ヘ
来
之
、
雖
為
重
服
、
不
穢
重
服

者
如
軽
服
見
服
紀
令
、間

、
雖
為
春
日
祭
精
進
中
、
祐
識
令
対
面
テ

合
言
畢
、
殊
祐
識

祭
礼
上
役
人
也
、

一
、
十
九
日
、
学
侶
衆
議
之
状
到
来
、

　

�

摂
州
守
護
方
段
銭
事
、
社
領
両
牧
務
為
守
護
方
入
配
符
、
可
及
強
入
部
由
、
百
姓

等
注
進
候
、然
者
、社
領
不
可
有
正
体
候
間
、神
用
忽
可
闕
怠
、頗
以
外
事
候
」間
、

当
月
春
日
祭
・
若
宮
祭
礼
令
抑
留
、
可
及
大
訴
旨
一
諾
之
上
者
、
来
廿
三
日
春
日

祭
不
可
有
施
行
之
旨
、
学
侶
評
定
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

十
一
月
十
九
日　

�

供
目
代
専
覚

　
　
　

両
惣
官
御
中

　
　
　

若
宮
神
主
殿

　
　

衆
議
之
趣
注
進
京
都
畢
、「
不
及
注
進
之
、」

一�

、
十
九
日
亥
剋
、自

京
都
神
宮
預
祐
松
、方

書
状
到
来
、
南
曹
弁
殿
ヘ
参
之
処
、
春
日
祭

事
、
上
卿
・
弁
・
近
衛
使
等
于
今
無
領
状
之
間
、
来
月
十
七
日
可
被
遂
行
之
由
、

被
仰
出
之
云
々
、
来
月
初
支
干
ハ

□
」
院
御
前
三
ヶ
御
会
詩
歌

管
絃
、在
之
間
、
面
々
御
指

合
、
仍
十
七
日
云
々
、
南
曹
□
以
長
者
宣
可
被
仰
下
之
由
、
被
仰
之
云
々
、
内
々

可
存
知
之
由
申
下
間
、
京
都
儀
御
延
引
之
処
ニ
、寺

門
又
抑
留
注
進
、
不
可
符
合
之

間
、
廿
日
早
朝
ニ

学
侶
沙
汰
人
方
ヘ
内
々
披
露
之
処
、
以
書
状
可
披
露
之
由
被
申

之
間
、
付
書
状
畢
、

　
�

就
御
寺
訴
、
来
廿
三
日
春
日
祭
可
有
御
抑
留
旨
、
牒
承
候
、
雖
然
、
来
廿
三
日
事
、

上
卿
已
下
依
難
渋
、
不
可
被
遂
行
之
由
、
奉
行
弁
被
申
候
、
其
子
細
昨
夕
内
々
自

京
都
申
下
候
、
於
京
都
者
既
延
引
処
、
自
社
家
者
抑
留
之
由
注
進
段
、
事
儀
相
違
、

且
陵
爾
之
基
候
、
於
社
家
所
存
者
、
依
奉
行
」
弁
之
無
沙
汰
、
上
卿
已
下　

勅
使

被
難
渋
候
条
、
以
外
事
候
上
者
、
来
廿
三
日
上
卿
已
下
無
御
参
向
者
、
先
令
放
氏

奉
行
弁
、
幷
理
運　

勅
使
遁
避
之
体
、
注
給
御
名
字
可
及
放
氏
之
由
、
御
申
可
然

折
紙

〔
令
脱
カ
〕

（
108
ウ
）

憲〻

（
109
オ
）

（
マ
ヽ
）

（
マ
ヽ
）

（
109
ウ
）

（
110
オ
）

（
追
筆
）

（
110
ウ
）

（
111
オ
）
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候
哉
、
不
然
者
未
来
之
祭
礼
闕
如
無
疑
候
歟
、
但
宜
可
為
御
衆
議
候
、
以
此
旨
可

有
御
披
露
御
集
会
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

十
一
月
廿
日　
　
　

�

延
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

家
徳

　
　
　

供
目
代
御
房

　
　
　
　

�

来
廿
三
日
之
外
者
、
於
当
月
者
無
支
干
之
間
、
今
月
」
祭
礼
闕
如
、
為
以

後
無
勿
体
候
歟
、

一
、
廿
日
、
衆
議
状
到
来
、

　

�

当
月
春
日
祭
事
、
諸
色
依
不
成
立
、
来
月
可
有
延
引
旨
、
自
京
都
被
仰
下
候
云
々
、

他
月
例
少
々
雖
其
證
候
、
非
例
之
上
者
、
当
月
必
以
可
有
施
行
通
、
以
飛
脚
可
有

御
注
進
候
、
万
一
寄
事
於
左
右
延
引
候
者
、
弁
・
上
啓
・
諸
役
人
可
及
放
氏
之
沙

汰
候
、
不
被
処
越
度
様
、
可
有
其
沙
汰
由
、
学
侶
評
定
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

十
一
月
廿
日�

供
目
代
専
覚

　
　
　

両
惣
官
幷
若
宮
神
主
殿�

」

（
白
紙
）�

」

（
白
紙
）�

」

一�

、
廿
一
日
庚
午
、旬

御
神
事
如
例
、
旬
日
並
朝
夕
、
四
種
、
午
日
御
酒
等
備
進
之
、

見
参
社
司
、
家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
祐
識
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
、
中
臣
氏
人
、

祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、
大
中
臣
氏
人
、
時
憲
・
師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
綱
・
家

益
・
師
詮
・
時
隆
・
師
和
・
家
統
、

一�

、
若
宮
神
主
祐
勝
不
参
之
間
、
神
主
家
徳
参
勤
之
、
則
御
役
以
後
退
出
之
、
祐
前

朝
御
供
備
進
之
後
、
参
若
宮
、

一�

、
午
日
御
酒
備
進
ニ
、音

楽
両
度
、在

之
、
其
式
如
例
、
一
御
殿
御
肴
正
預
延
祐
、
神
主

早
出
故
、二

々
々
権
神
主
家
久
、三
々
々
権
預
祐
識
、四
々
々
新
権
神
主
時
勝
拝
領
之
、

延
胤
分
ハ

無
之
、氏
人
同
無
之
、酒
土
器
計
居
之
、勧
盃
役
、南
郷
常
住
成
春
代
官
、

南
郷
酒
殿
春
経
代
官
、北
郷
、�

」

一
、
廿
一
日
夕
、　

長
者
宣
到
来
、

　

�

祭
礼
事
、
自
奉
行
職
事
如
此
御
下
知
候
、
更
非
御
等
閑
儀
候
、
上
卿
・
使
等
闕
如

之
上
者
、
以
他
月
之
例
可
被
遂
行
候
、
先
規
無
相
違
之
間
、
其
旨
可
被
存
知
給
之

旨
、
南
曹
弁
殿
奉
行
所
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　

十
一
月
十
九
日　

�

左
衛
門
尉
秀
親

　

謹
上　

春
日
両
惣
官
御
中

　

�

春
日
祭
上
卿
・
使
等
闕
如
之
間
、
来
廿
三
日
延
引
畢
、
以
他
月
例
、
来
月
十
七
日

可
被
遂
行
、
可
有
御
下
知
社
家
旨
、
内
々
其
沙
汰
候
也
、
恐
々
謹
言
、�

」

　
　
　
　

十
一
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　

宣（
中
御
門
）胤

　
　
　

左
大
弁
宰
相
殿

　

�

当
月
祭
礼
有
延
引
之
由
、
被
仰
出
候
、
殊
驚
入
候
、
適
雖
他
月
例
候
、
依
天
下
觸

穢
等
之
儀
、
無
力
延
引
候
、
上
卿
・
御
使
以
下
、
依
自
由
之
御
故
障
御
延
引
之
条
、

　

神
襟
難
測
候
上
、
如
此
之
儀
、
併
御
奉
行
弁
殿
御
無
沙
汰
之
故
候
間
、
来
廿
三

日
諸
式
無
御
下
向
者
、
就
奉
行
中
御
門
弁
殿
、
可
放
氏
申
之
由
、
寺
社
一
決
畢
、

上
卿
已
下
理
運
御
方
御
難
渋
候
者
、
被
注
下
御
名
字
、
同
可
放
氏
申
之
趣
、
議
定

候
、
一
昨
日
寺
門
衆
議
状
進
上
仕
候
、
委
細
見
彼
面
候
哉
、
以
此
旨
可
有
御
披
露

候
、
恐
々
謹
言
、�

」

　
　
　
　
　

十
一
月
廿
一
日�

春
日
執
行
正
預
延
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　

神　

主　

家
徳

　

謹
上　

宿
院
御
目
代
殿

一
、
廿
三
日
午
剋
、南

曹
弁
殿
御
返
事
到
来
、

　

�
当
社
祭
延
引
事
、
被
申
趣
付
奉
行
職
事
、
則
御
披
露
之
処
、
重
如
此
被
仰
出
候
、

　

勅
定
之
旨
、
更
非
御
如
在
之
儀
候
、
其
故
者
、
上
卿
・
使
等
兼
日
御
問
答
雖
被

尽
事
候
、
故
障
之
間
、
所
被
申
非
自
由
之
子
細
等
候
、
仍
無
力
延
引
事
候
、
他
月

事
、
先
規
無
相
違
之
上
者
、
強
非
陵
爾
之
御
沙
汰
候
歟
、
旁
以
無
違
乱
之
様
、
可

有
御
下
知
之
旨
、被
仰
出
候
、」仍
此
子
細
同
御
下
知
寺
門
候
由
、仰
所
候
也
、恐
々

謹
言
、

（
111
ウ
）

〔
卿
〕

（
112
オ
）

（
112
ウ
）

（
113
オ
）

（
113
ウ
）

雖

〔
令
〕

中
御
門
殿
御
状

（
114
オ
）

存

（
114
ウ
）

（
115
オ
）
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十
一
月
廿
二
日
午
剋
、�

左
衛
門
尉
秀
親

　

謹
上　

春
日
両
惣
官
御
中

　
　
　
　

追
申
、
此
一
通
可
被
伝
達
寺
務
辺
候
也
、

　

�

春
日
祭
延
引
事
、
自
社
家
申
注
進
状
則
令　

奏
聞
候
了
、
所
詮
、
今
度
之
儀
、
上

卿
幷
使
等
各
依
故
指
合
無
力
延
引
了
、
雖
社
家
申
入
候
之
趣
其
謂
候
、
於
公
私
更

無
疎
略
之
儀
候
、
然
猶
廿
三
日
可
被
遂
行
之
由
申
候
歟
、
已
明
日
事
上
、
此
間
御

問
答
不
事
行
上
者
、
於
于
今
誰
人
可
存
知
候
哉
、
他
月
例
数
ヶ
度
上
、
各
」
指
合

之
上
者
、
可
存
無
為
之
儀
之
由
、
可
然
様
可
有
御
下
知
寺
門
・
社
家
之
由
、
被
仰

下
候
也
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　

十
一
月
廿
二
日�

宣
胤

　
　
　

左
大
弁
宰
相
殿

　
　
　
　

追
啓
、

　
　
　
　
　

�

社
家
申
状
云
、
廿
三
日
猶
不
被
遂
行
者
、
可
為
奉
行
之
無
沙
汰
候
云
々
、

何
様
事
候
哉
、
此
間
御
問
答
不
事
行
事
候
、
為
奉
行
者
以　

御
点
相
催

計
、
自
七
月
初
此
于
今
致
辛
労
、
毎
日
令
馳
走
之
処
、
結
句
及
無
理
之

御
沙
汰
候
、
驚
入
候
、
可
然
様
」
可
有
御
下
知
候
哉
、

一�

、
廿
三
日
、
春
日
祭
延
引
畢
、
祭
方
御
供
少
々
備
進
也
、
於
祭
礼
者
、
来
月
十
二
月
、

十
七
日
可
被
遂
行
云
々
、

一
、
廿
三
日
、
京
都
御
返
事
披
露
寺
門
畢
、

一�

、
廿
六
日
、
若
宮
祭
礼
夜
宮
式
如
例
、
流
鏑
馬
頭
人
五
人
、
散
在

一
人
円
□
、田
楽
頭
人
西

南
院　
　

・
脇
坊　
　

本
社
田
楽
御
幣
両
座
分
御
幣
八
本
・
軾
二
段
、
就
其
、
十

六
日
当
番
社
司
権
預
祐
識
拝
領
之
、
若
宮
御
分
二
本
・
二
段
、
就
彼
神
主
拝
領
之
、�」

一�

、
廿
七
日
、
若
宮
祭
礼
遂
行
之
、
寅
剋　

出
御
、　

御
体
役
彼
神
主
祐
勝
、
三
ヶ
度

案
内
、
若
宮
番
神
人
、
社
家
ノ

御
宿
所
、
社
司
・
氏
人
御
方
ヘ
悉
申
入
了
、
面
々

群
参
之
後
、
奉
成
御
行
畢
、
祭
礼
式
毎
事
如
常
、
見
参
社
司
、
神
主
家
徳
早
出
、・

正
預
延
祐
伝
供
、左
方

階
上
、

・
権
神
主
家
久
左
方

階
下
、・
権
預
祐
識
右
方

階
下
、・
新
権
神
主
時
勝
左

方
、・

次
預
延
胤
右
方
、・

神
宮
預
祐
松
左
方
、・

若
宮
神
主
祐
勝
、
右
方

階
上
、中
臣
氏
人
、

祐
弥
・
延
光
、
大
中
臣
氏
人
、
師
種
・
師
淳
・
家
興
・
時
徳
・
家
益
・
師
詮
・
時

隆
・
師
和
・
家
統
、

一�

、
廿
八
日
、
後
日
見
物
雑
人
之
内
、
神
殿
守
東
仮
屋
間
ニ
テ

喧
嘩
出
来
之
、
庭
中
血

気
在
之
、
於
即
体
者
、
他
所
引
出
テ

」
死
去
云
々
、
仍
血
気
在
所
神
前
、幷

死
所
共
以

可
被
遂
清
祓
旨
、
牒
送
寺
門
畢
、
仍
血
気
在
所
先
遂
清
祓
了
、
祭
物
三
貫
三
百
文
、

以
衆
徒
切
文
於
唐
院
請
之
、�

」

一�

、
十
二
月
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、
御
供
五
ヶ
度
、
旬
日
並
朝
夕
、
朔
日
御
供
、

本
六
種
等
、
白
杖
春
主
南
郷
二
、・

御
幣
春
富
三
、・

散
米
春
直
、
四
・
五
、見

参
社
司
、

家
徳
・
延
祐
・
家
久
・
祐
識
・
時
勝
・
延
胤
・
祐
前
・
祐
風
・
祐
松
、
中
臣
氏

人
、祐
弥
・
延
光
・
延
俊
、大
中
臣
氏
人
、時
憲
・
師
種
・
家
興
・
時
綱
・
家
益
・

師
詮
・
時
隆
・
師
和
・
家
統
、

一
、
十
一
日
、
旬
御
神
事
如
常
、

一
、
十
一
日
、
南
郷
牧
務
名
主
職
事
、
自
寺
門
被
申
付
氏
人
延
光
畢
、

一�

、
十
七
日
、
馬
場
殿
血
気
清
祓
料
物
三
貫
三
百
文
、
任
衆
徒
切
文
旨
、
唐
院
ニ
テ

請

之
、
三
方
常
住
罷
向
テ
、遂

御
祓
畢
、�

」

一�

、
十
七
日
、
春
日
祭
遂
行
之
、
本
月
ハ

上
卿
以
下
御
故
障
之
間
、
延
引
畢
、
上
卿

西
園
寺
正
二
位
大
納
言
実
遠
卿
、弁
ハ

柳
原
右
小〔

少
〕弁

尚
光
、近
衛
使
冷
泉
少
将
為
広
、

　

�

上
役
権
預
祐
前
、
第
七
、

初
度
、副
役
神
宮
預
祐
松
、
氏
人
延
光
、
祭
礼
式
毎
事
如
常
、

一
、
廿
一
日
、
旬
御
神
事
如
例
、

一
、
廿
三
日
、
山
城
国
祝
薗
庄
内
峯
松
名
御
奉
書
到
来
、

　

�
春
日
社
領
山
城
国
祝
薗
庄
之
内
峯
松
名
事
、
度
々
御
成
敗
之
処
、
菱
田
違
乱
不
休

間
、
為
地
人
追
払
云
々
、
被
聞
食
候
訖
、」
如
元
可
被
全
社
家
所
務
之
由
、
被
仰

付
候
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　

十
二
月
十
二
日　
　

�

之（
飯

種尾
）判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

貞（
飯

有尾
）判

〻

（
115
ウ
）

（
116
オ
）

（
マ
ヽ
）

（
マ
ヽ
）

（
116
ウ
）

（
117
オ
）

衆
中

（
117
ウ
）

・
祐
勝

（
118
オ
）

御
奉
書
案

（
118
ウ
）

寛
正
五
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辰
市
殿

　

�

春
日
社
領
山
城
国
祝
園
庄
之
内
峯
松
名
事
、
度
々
御
成
敗
之
処
、
菱
田
違
乱
不
休

間
、
為
地
人
追
払
云
々
、
如
元
可
令
社
家
之
所
務
之
旨
、
被
成
御
奉
書
訖
、
可
存

知
之
由
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　

十
二
月
十
二
日　
　

�

之
種
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

貞
有
判

　
　
　

当
所
下
司
殿�

」

（
本
紙
欠
失
）�

」

（
春
日
大
社
所
蔵
『
社
家
筆
蹟
』
祐
識
ヨ
リ
補
フ
）

「
一�

、
加
州
小
坂
西
方
へ
前
代
官
喜
阿
法
師
幷
嵯
峨
宝
性
院
、
号
有
故
祐（

祐
識
男
）藤

借
物
、

相
語
小
寺
次
郎
左
衛
門
尉
、
去
十
一
日
乱
入
于
当
庄
云
々
、
章
主
在
庄
之
処
、

政
所
屋
ヲ

可
渡
之
由
、
度
々
以
使
者
雖
令
申
候
、
於
政
所
屋
者
不
渡
之
由
、
章

主
注
進
廿
日
到
来
京
都
宿
云
々
、
仍
訴
申
入
公
方
之
処
、
被
成
下
御
奉
書
訖
、

　
　

�

春
日
社
領
加
賀
国
小
坂
西
方
事
、
為
不
入
之
地
度
々
被
成
御
成
敗
之
処
、
近
日

号
借
物
方
、
得
他
人
之
語
令
乱
入
云
々
、」（
後
欠
）

　
　

長
者
宣
案

　
　

�

当
社
正
下
遷
宮　

勅
使
供
給
雑
事
等
事
、
早
任
先
例
、
充
催
本
神
戸
以
下
負
所

社
領
、
可
令
致
其
沙
汰
、
政
所
下
文
遅
々
之
間
、
且
可
令
下
知
給
候
由
、
南
曹

弁
殿
御
奉
行
所
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　
　

五
月
廿
五
日�

左
衛
門
尉
秀
證

　
　

謹
上　

春
日
両
惣
官
御
中�

」

　
　
　

以
上
、
段
別
廿
五
文
ツ
ヽ
五
文
ハ
雑
掌
分
也
、田

数
四
十
八
反
、

　
　
　
　

申
子
細
テ

無
沙
汰
、

　
　
　
「
墨
附
百
弐
拾
枚　
社
家　

大
東
家
伝
来
」

（
切
取
リ
ア
リ
、
春
日
大
社
所
蔵
『
社
家
筆
蹟
』
ニ
本
紙
ヲ
収
ム
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
権
預
祐
識
判

」�

」

【
補
訂
】
正
月
六
日
条
の
切
取
り
部
分
に
相
当
す
る
断
簡
が
、
春
日
大
社
所
蔵
『
社
家
筆
蹟
』

延
祐
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
す
る
。
前
号
一
一
八
頁
上
段
六
行

目
「
供
目
代
御
房
」
の
後
に
（
切
断
）
と
追
加
、
次
の
断
簡
を
挿
入
し
、
九
・
一
〇

行
目
の
（
四
行
分
切
取
リ
ア
リ
）
を
と
も
に
削
除
。
七
日
条
第
一
項
は
18
ウ
が
元
の

位
置
に
な
る
。

賢
木
御
動
座
・
寺
社
閉
門
之
上
者
、
藤
氏
諸
卿
御
参
内
、
除
目
・
節
会
等
御
出
仕
、

勅
使
・
諸
社
神
役
以
下
、
不
可
有
御
沙
汰
之
旨
、
旧
冬
注
進
申
入
上
者
、
定
被
相
触

申
諸
家
候
哉
、
万
一
寺
社
之
評
儀
之
趣
於
無
承
引
体
者
、
任
例
可
奉
放
氏
旨
、
満
寺

牒
送
到
来
之
、
早
任
実
正
可
被
仰
計
候
、
以
此
旨
令
有
御
披
露
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

正
月
八
日　

�

春
日
執
行
正
預
延
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　

神　

主　

家
徳�

」

謹
上　

宿
院
御
目
代
殿

【
訂
正
】
前
号
掲
載
分
の
訂
正
を
掲
げ
る
。

一
一
六
頁
上
段
八
行
目
、
一
三
一
頁
上
段
五
行
目
：（
誤
）
祐
父　

→　
（
正
）
祐
文

一 

二
二
頁
上
段
八
行
目
、
一
三
一
頁
下
段
二
・
二
三
行
目
、
一
三
二
頁
上
段
一
〇
・
二
二

行
目
：（
誤
）
抽
留
木
・
袖
留
木　

→　
（
正
）
柚
留
木

一
二
四
頁
下
段
五
・
八
行
目
：（
誤
）
湯
気
殿　

↓　
（
正
）
陽
舜
房

一
二
七
頁
上
段
九
行
目
：（
誤
）
大
西
権
預
→
（
正
）
大（

祐
風
）西

新
預

　

な
お
、
大（

祐
前
）西

権
預
、
八（

祐
識
）条

権
預
、
下（

延
盛
）権

預
、
慈（

祐
仲
）性

院
権
預

一
二
九
頁
上
段
一
三
行
目
：（
誤
）
十
二
月
十
二
日　

↓　
（
正
）
二
月
十
二
日

一
三
二
頁
下
段
一
行
目
：（
誤
）
延
後
→
（
正
）
延
俊

御
奉
書
案

寛
正
五

（
119
オ
）

（
119
ウ
）

（
加
賀
郡
）

御
奉
書
案

下 

知
〝
〝

（
120
オ
）

（
異
筆
）

（
異
筆
）

（
120
ウ
）

（
マ
ヽ
）

（
元
18
オ
）
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【
解
　
題
】

　

個
人
蔵
。
袋
綴
一
冊
。
二
八
・
〇
×
二
一
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
本
紙
一
二
〇

丁
、
古
い
修
補
表
紙
、
新
し
い
後
遊
び
紙
・
後
表
紙
。
本
紙
に
切
取
り
箇
所
あ
り
。

紙
背
文
書
な
し
。

　

記
主
の
中
臣
祐
識
は
、
春
日
社
家
の
う
ち
正
預
を
出
す
中
臣
氏
の
辰
市
家
（
時
風

流
）
で
、
正
預
従
三
位
祐
時
の
二
男
、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
九
月
二
十
二
日
に

六
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
臈
次
が
上
の
大
東
家
（
秀
行
流
）
の
延
祐
が
康
正

二
年
（
一
四
五
六
）
よ
り
正
預
で
、
次
位
の
権
預
と
し
て
長
く
過
ご
し
た
。
兄
祐
村

の
子
孫
が
な
く
、
祐
識
の
子
孫
が
嫡
流
と
な
っ
て
い
る
。
祐
里
か
ら
祐
識
へ
と
改
名

し
て
い
る
が
、
読
み
は
「
す
け
さ
と
」
で
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
記
の
寛
正
五
年

（
一
四
六
四
）
に
は
権
預
従
四
位
上
、
六
十
六
歳
で
最
晩
年
の
日
記
と
な
る
。

　

本
記
は
寛
正
五
年
の
正
月
一
日
条
か
ら
十
二
月
二
十
三
日
条
ま
で
の
ほ
ぼ
一
年
分

の
日
次
記
で
あ
る
。
本
記
は
清
書
本
で
、
祐
識
は
高
齢
で
あ
る
が
、
紙
背
文
書
と
し

て
伝
わ
る
祐
識
書
状
と
の
比
較
か
ら
は
、自
筆
の
範
疇
に
あ
る
よ
う
見
受
け
ら
れ
る
。

冒
頭
に
目
録
が
付
せ
ら
れ
、
そ
こ
で
は
末
尾
に
二
十
四
日
条
「
□
坂
守
護
乱
入
御
成

敗
事
」
を
掲
げ
、「
夜
御
供
」
も
大
晦
日
の
準
備
に
関
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、

ほ
ぼ
年
末
ま
で
備
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
十
四
日
条
の
一
部
と
な
る
断
簡
が

春
日
大
社
所
蔵
『
社
家
筆
蹟
』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
前
号
収
載
の
正
月
六
日
条
の

切
取
り
部
分
と
併
せ
て
本
号
に
掲
載
し
た
。本
年
の
南
都
の
記
録
は
、『
経
覚
私
要
鈔
』

が
五
月
か
ら
十
月
（
五
月
一
日
か
ら
十
月
六
日
ま
で
在
京
）、
尋
尊
『
大
乗
院
寺
社

雑
事
記
』
が
四
月
十
三
日
（
神
木
帰
座
）
か
ら
九
月
お
よ
び
十
二
月
十
七
日
以
降
と
、

と
も
に
欠
失
部
分
が
あ
り
、
本
記
は
そ
の
間
の
動
向
を
補
う
。

　

本
記
の
相
当
部
分
を
占
め
る
の
が
、
神
木
動
座
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
京
都
や

興
福
寺
と
交
わ
し
た
文
書
も
多
数
写
さ
れ
、
神
木
動
座
と
し
て
は
最
末
期
の
事
例
を

詳
し
く
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
の
神
木
動
座
は
、
前
年
末
の
十
二
月
二

十
三
日
に
閉
門
、
二
十
四
日
に
移
殿
へ
動
座
し
て
お
り
（『
大
乗
院
日
記
目
録
』『
古

今
最
要
抄
』
六
）、
本
年
四
月
十
三
日
に
帰
座
す
る
。
本
記
正
月
十
五
日
条
に
、
伝

奏
日
野
勝
光
の
使
者
吉
田
忠
弘
が
下
っ
て
「
寺
訴
五
ケ
条
」
に
関
す
る
将
軍
の
裁
許

を
も
た
ら
し
て
い
る
。
五
ケ
条
は
「
播
州
兵
庫
関
事
・
和
州
宇
智
郡
事
・
内
州
山
田

庄
事
・
山
城
田
辺
庄
事
・
越
前
坪
江
郷
内
藤
沢
名
事
」
と
あ
る
。
訴
訟
の
内
容
は
本

記
で
は
詳
し
く
な
い
が
、
発
端
は
『
古
今
最
要
抄
』
六
に
、
ま
た
尋
尊
編
『
神
木
動

座
度
々
大
乱
類
聚
』（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
大
乗
院
文
書
）
は
、
年
代
記

的
な
記
述
で
概
要
を
把
握
し
や
す
い
。先
の
五
箇
条
に
対
応
す
る
部
分
を
引
用
す
る
。

　
　

�

四
月
廿
六
日
、
千
部
会
修
之
、
別
会
五
師
宗
秀
、
今
度
寺
訴
毎
事
無
為
、
兵
庫

関
細
川
船
事
、
於
向
後
者
押
而
不
可
通
之
云
々
、
坪
江
藤
澤
名
事
、
如
元
被
返

付
于
大
乗
院
家
了
、
河
内
国
山
田
庄
返
仏
地
院
、
山
城
国
田
ナ
へ
庄
返
東
院
、

当
国
民
以
下
私
反
銭
事
、
向
後
不
可
懸
之
云
々
、
河
口
庄
之
内
溝
江
郷
放
火
事
、

朝
倉
所
行
不
可
然
之
間
、
於
朝
倉
者
可
有
御
罪
科
之
由
被
仰
出
、
則
朝
倉
所
持

之
本
庄
郷
公
文
政
所
職
事
并
落
名
事
可
改
之
旨
触
下
書
下
了
、大
綱
無
為
者
也
、

仍
神
事
法
会
以
下
未
始
行
分
、
悉
以
行
入
之
了
、

　
　

�

五
月
廿
八
日
、
寺
官
英
深
・
順
懐
両
五
師
上
洛
、
訴
申
入
趣
兵
庫
関
船
事
、
近

日
又
山
名
船
可
押
通
旨
申
之
事
、
朝
倉
進
退
事
于
今
無
一
途
之
間
、
条
々
可
被

仰
付
事
云
々
、

　

正
月
十
五
日
の
裁
許
に
よ
り
興
福
寺
の
要
求
の
重
要
部
分
は
認
め
ら
れ
、
翌
日
を

期
し
て
い
た
金
堂
前
遷
座
は
止
め
ら
れ
た
が
、
春
日
社
の
訴
訟
に
つ
い
て
裁
許
が
な

く
、
社
家
は
帰
座
の
奉
仕
を
放
棄
す
る
と
寺
へ
主
張
し
だ
す
。
寺
は
社
家
を
説
得
し

よ
う
と
す
る
が
、
寺
訴
も
二
十
一
ケ
条
（
正
月
二
十
四
日
条
）
あ
っ
た
ら
し
く
、
寺

内
で
も
再
び
正
月
二
十
九
日
を
金
堂
前
遷
座
と
決
す
る
。こ
れ
に
よ
り
二
月
上
申（
一

日
）
の
春
日
祭
は
延
引
と
な
る
が
、
先
の
裁
許
に
加
え
て
守
護
の
遵
行
状
（
注
５
参

照
）
が
下
さ
れ
、
寺
の
判
断
で
遷
座
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
な
お
も
社
家
は
社
訴
の

裁
許
を
寺
に
要
求
し
、
二
月
十
三
日
を
期
し
て
遷
座
と
決
し
た
が
、
兵
庫
関
船
の
件

（
１
）

（
２
）

〔
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〕
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３
）

（
４
）

（
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）

（
６
）
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で
上
使
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
回
避
さ
れ
る
。
裁
許
を
後
回
し
に
さ
れ
た
社
訴

は
、
二
月
二
十
九
日
条
に
走
井
弓
場
跡
事
・
祝
薗
庄
峯
松
名
幷
久
世
庄
鶏
冠
井
郷
事

と
見
え
る
。
走
井
弓
場
跡
は
六
車
郷
内
で
、
将
軍
御
師
で
あ
る
西
師
淳
が
地
頭
職
を

知
行
し
て
い
る
が
、
二
十
五
日
条
に
裁
許
の
あ
っ
た
旨
が
見
え
、
長
禄
四
年
（
一
四

六
〇
）
に
寒
川
方
の
給
人
か
ら
社
家
へ
付
け
る
よ
う
訴
え
て
い
る
件
で
あ
ろ
う
。
三

月
十
三
日
条
に
は
「
残
訴
」
と
し
て
峯
松
名
・
鶏
冠
井
郷
違
乱
事
と
通
法
寺
庄
事
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
祝
薗
庄
は
、
辰
市
祐
時
の
子
孫
が
預
所
職
（
公

文
職
）
を
相
伝
す
る
と
さ
れ
、
十
二
月
二
十
三
日
条
に
は
菱
田
の
違
乱
を
停
止
す
る

奉
行
人
奉
書
が
祐
識
に
下
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
春
日
社
領
内
の
闕
所
は
社
家
に
付

け
ら
れ
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。

　
『
神
木
動
座
度
々
大
乱
類
聚
』
で
五
ケ
条
の
他
に
載
る
「
当
国
民
以
下
私
反
銭
事
、

向
後
不
可
懸
之
」
に
つ
い
て
は
、
個
々
に
名
を
籠
め
る
処
罰
を
行
っ
て
い
た
。
本
記

の
三
月
六
日
条
に
山
田
新
左
衛
門
尉
、
同
九
日
条
に
伊
岡
、
同
三
十
日
条
に
布
施
播

磨
守
行
種
、
四
月
六
日
条
に
越
智
弾
正
忠
家
栄
、
同
十
三
日
条
に
十
市
遠
清
・
八
田

遠
勝
・
新
賀
遠
長
・
楢
原
景
遠
の
籠
名
が
解
除
さ
れ
て
い
る
。『
大
乗
院
日
記
目
録
』

正
月
二
十
五
日
条
に
「
六
方
与
国
民
楢
原
確
執
、
依
名
字
籠
事
也
、
国
中
私
反
銭
為

寺
門
停
止
之
処
、
不
承
引
故
也
」
と
あ
る
が
、
本
記
の
同
日
条
は
詳
し
く
、
楢
原
は

「
今
度
大
訴
之
随
一
」
と
さ
れ
て
籠
名
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
社
参
に
奈
良
へ
上
っ

て
来
る
の
で
、
六
方
衆
は
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
し
、
成
身
院
光
宣
（
前
号
の
翻
刻

で
は
「
陽
舜
房
」
と
訂
し
忘
れ
た
箇
所
が
あ
る
）
は
楢
原
を
手
助
け
し
よ
う
と
し
て

合
戦
と
な
り
、
楢
原
は
下
向
し
た
。
二
月
十
四
日
条
で
は
、
楢
原
が
奈
良
へ
攻
め
上

が
る
と
い
う
の
で
、
社
頭
を
社
家
・
神
人
が
武
装
し
て
警
固
し
た
。
国
民
の
他
に
籠

名
と
な
っ
た
者
に
は
、
四
月
七
日
条
に
朝
倉
教
景
（
英
材
孝
景
）
も
見
え
る
。
越
前

国
河
口
荘
・
坪
江
郷
を
め
ぐ
る
混
乱
は
続
き
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
翌
六
年
十

二
月
十
四
日
条
に
引
か
れ
た
広
橋
綱
光
放
氏
の
注
進
状
で
も
、
藤
沢
名
年
貢
に
関
す

る
去
年
正
月
の
裁
許
が
履
行
さ
れ
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。

　

寺
社
の
要
求
が
全
て
満
た
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
が
、
寺
の
説
得
に
伏
し
て
、
社
家

は
若
輩
衆
を
宥
め
、
四
月
十
三
日
の
開
門
・
帰
座
で
妥
結
す
る
。
こ
の
帰
座
の
次
第

は
詳
し
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。つ
い
で
延
引
と
な
っ
た
祭
礼
の
実
施
が
課
題
と
な
る
。

二
月
の
春
日
祭
は
、
四
月
十
九
日
・
二
十
七
日
と
寺
社
の
遣
り
取
り
が
あ
り
、
春
冬

両
季
以
外
に
移
し
て
行
う
例
は
ま
れ
で
、
五
月
二
日
に
中
止
と
な
っ
た
。
前
年
十
一

月
の
若
宮
祭
も
延
引
と
な
っ
て
お
り
、
五
月
十
七
日
に
行
わ
れ
た
。
簡
略
な
『
大
乗

院
寺
社
雑
事
記
』
に
比
し
て
（
別
記
「
若
宮
祭
礼
馬
長
頭
方
」
が
あ
る
）、
祭
礼
全

体
を
詳
し
く
記
述
す
る
。
連
日
の
大
雨
で
渡
物
の
路
次
が
悪
く
、
板
を
敷
く
こ
と
も

提
案
さ
れ
た
。
こ
の
時
に
は
、
当
番
の
神
人
が
開
始
の
合
図
を
知
ら
せ
る
社
司
・
氏

人
の
範
囲
が
問
題
と
な
り
、
二
十
一
日
・
二
十
二
日
・
六
月
一
日
と
で
、
全
員
に
連

絡
す
る
こ
と
が
決
せ
ら
れ
、
本
年
分
の
実
施
の
際
に
は
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
こ

の
件
に
つ
い
て
は
『
古
今
最
要
抄
』
四
に
も
記
事
が
あ
る
）。
二
月
の
薪
猿
楽
も
四

月
二
十
五
日
か
ら
五
月
二
日
に
か
け
て
追
行
の
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
。

　

六
月
十
一
日
に
は
、
水
坊
大
夫
公
憲
秀
の
興
行
に
よ
り
、
若
宮
拝
屋
で
延
年
が
営

ま
れ
て
い
る
。
憲
秀
は
、
長
く
衆
中
沙
汰
衆
と
し
て
検
断
と
の
関
わ
り
を
確
認
で
き

る
が
、
内
梵
音
と
い
う
興
福
寺
の
声
明
師
で
、
法
会
・
延
年
に
出
仕
し
て
い
る
。『
大

乗
院
寺
社
雑
事
記
』
寛
正
三
年
六
月
六
・
十
日
条
に
末
寺
（
長
谷
寺
・
多
武
峯
な
ど
）

で
の
延
年
の
若
音
の
差
配
に
つ
い
て
「
令
水
坊
相
承
子
細
在
之
」
と
い
い
、
水
坊
は

興
福
寺
支
配
の
芸
能
者
（
若
音
・
遊
僧
・
鼓
打
な
ど
延
年
を
構
成
す
る
諸
役
者
）
を

統
括
し
、
先
代
ら
し
き
太
輔
公
憲
済
も
永
享
十
二
年
（
一
四
四
〇
）
の
手
向
山
八
幡

宮
の
延
年
で
東
大
寺
の
要
請
に
よ
り
芸
能
者
の
差
配
を
担
っ
て
い
る
（『
管
絃
講
幷

延
年
日
記
』）。
神
木
帰
座
と
の
関
係
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
興
福
寺
延
年
の
統

括
者
に
よ
る
催
し
で
、
衆
中
の
沙
汰
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
帰
座
後
の
十
一
月
の
本
年
冬
季
の
春
日
祭
も
延
引
し
た
。
春
日
祭
は
上
申
が

（
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十
一
日
の
と
こ
ろ
、
上
卿
ら
が
領
状
せ
ず
、
十
九
日
に
は
摂
津
の
社
領
の
守
護
反
銭

を
め
ぐ
っ
て
寺
よ
り
訴
訟
の
た
め
、
次
の
申
日
の
二
十
三
日
の
実
施
は
延
引
、
さ
ら

に
十
二
月
五
日
は
院
三
席
御
会
と
の
差
し
合
い
が
あ
り
、
十
七
日
に
行
わ
れ
た
。
奉

行
の
中
御
門
宣
胤
の
放
氏
ま
で
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
若
宮
祭
は
春
日
祭
の
実
施
が

決
ま
っ
て
、
こ
の
時
代
の
式
日
で
あ
る
十
一
月
二
十
七
日
に
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
他
、
主
な
社
頭
の
異
変
記
事
と
し
て
は
、
二
月
十
一
日
条
の
御
間
橋
（
本
社

と
若
宮
の
間
に
掛
か
る
小
橋
）
の
造
替
、
四
月
一
・
二
・
十
三
日
条
の
羽
蟻
出
現
が

あ
り
、
八
月
一
日
条
に
は
、
若
宮
で
御
供
が
崩
れ
て
供
え
直
し
た
こ
と
を
神
人
が
本

社
へ
伝
え
る
際
、代
官
が
楼
門
で
立
ち
な
が
ら
報
告
し
た
こ
と
が
咎
め
ら
れ
て
い
る
。

　

九
月
四
日
か
ら
は
、
春
日
八
講
（
社
頭
で
の
恒
例
の
法
華
八
講
）
が
営
ま
れ
て
い

る
。
第
五
日
の
八
日
条
に
「
委
細
八
講
方
ノ
日
記
ニ
在
之
」
と
い
う
。
季
行
事
（
季

頭
）
は
通
常
二
名
の
と
こ
ろ
を
一
人
で
、
性
舜
房
律
師
春
覚
〈
河
上
辻
房
〉
が
勤
め

た
。
故
河
上
折
戸
三
郎
五
郎
入
道
の
次
男
で
、
始
め
東
金
堂
衆
で
あ
り
、
現
在
は
「
持

安
堂
衆
」
だ
と
い
う
。
東
大
寺
『
法
華
堂
要
録
』
九
月
四
日
条
で
は
、「
織
戸
〈
性

舜
大
〉
東
金
堂
里
衆
分
」、『
経
覚
私
要
鈔
』
九
月
四
日
条
に
は
「
帯
妻
者
也
」
と
あ

り
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
八
月
十
五
日
条
で
は
「
堂
衆
之
内
浄
行
者
任
律
師
事

勿
論
也
、
為
里
衆
如
此
事
且
無
其
例
云
々
、
雖
然
為
一
人
季
頭
事
、
当
時
者
随
分
之

寺
役
也
、
仍
為
寺
門
許
可
云
々
」
と
あ
る
。
河
上
荘
内
の
出
身
地
に
自
坊
を
構
え
る

里
衆
と
い
う
範
疇
の
人
物
だ
が
、
大
き
な
負
担
を
果
た
し
う
る
の
で
特
例
で
あ
っ
た

と
い
う
。
衆
徒
の
筒
井
順
永
が
、
学
侶
の
階
梯
で
あ
っ
た
若
宮
祭
の
田
楽
頭
役
を
単

独
で
勤
め
る
の
も
、
少
し
後
の
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
で
あ
る
。

　

こ
の
寛
正
五
年
は
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
五
月
二
十
一
日
条
に
「
室
町
殿
当

年
春
日
詣
事
、
来
年
ニ
御
延
引
之
由
、
昨
日
為
伝
奏
官
領
幷
諸
家
ヘ
被
仰
出
之
、
七

月
御
所
位
・
八
月
御
幸
以
下
御
大
儀
端
多
之
故
云
々
、
柚
留
木
注
進
状
到
来
了
、
無

念
旨
返
答
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
代
替
わ
り
に
伴
う
諸
儀
が
京
都
に
お
け
る
最
重
要

課
題
で
、
将
軍
義
政
の
南
都
参
詣
も
延
期
さ
れ
（
翌
六
年
九
月
に
実
現
）、
南
都
の

訴
訟
も
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
っ
た
。
七
月
十
六
日
に
後
花
園
天
皇
が

譲
位
し
て
、
十
九
日
に
後
土
御
門
天
皇
が
践
祚
し
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
の
祈
祷
と

用
途
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
。
ま
た
八
月
二
十
三
日
に
後
花
園
院
が
室
町
殿
（
将
軍

足
利
義
政
）
へ
御
幸
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
祈
祷
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
九
月
二
十

二
日
条
に
二
星
合
変
異
に
つ
き
祈
祷
を
命
ず
る
奉
書
が
十
月
二
十
日
付
で
写
さ
れ
て

い
る
が
、
九
月
十
八
日
付
で
東
寺
に
充
て
た
祈
祷
命
令
が
あ
り
（「
東
寺
百
合
文
書
」

せ
函
六
九
号
）、
十
月
と
す
る
の
は
誤
写
の
よ
う
で
あ
る
。
十
一
月
十
一
日
条
に
十

五
日
結
願
と
の
奉
書
が
写
さ
れ
て
い
る
。

　

他
に
こ
の
年
の
大
き
な
出
来
事
と
し
て
、
四
月
上
旬
の
糺
河
原
で
の
勧
進
猿
楽
が

あ
る
。
直
接
関
係
す
る
記
事
は
な
い
も
の
の
、
本
記
の
大
和
四
座
の
記
事
は
能
勢
朝

次
『
能
楽
源
流
考
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
）
に
「
春
日
神
主
寛
正
五
年
記
」

と
し
て
引
載
さ
れ
芸
能
史
の
方
面
で
知
ら
れ
て
い
る
。
二
月
の
薪
猿
楽
の
追
行
に
関

す
る
四
月
二
十
五
日
～
五
月
一
日
条
の
抄
出
が
四
七
四
・
六
五
七
・
七
九
二
～
三
頁

に
あ
り
、
そ
の
翻
刻
も
意
味
に
か
か
わ
る
異
同
は
な
い
。
円
満
井
座
金
春
大
夫
は
元

氏（
宗
筠
）、坂
戸
座
金
剛
大
夫
は
勝
康
、鵄
座
法
正
大
夫
は
蓮
阿
弥
の
世
代
と
な
り
、

夕
崎
座
観
世
か
ら
は
高
齢
の
音
阿
弥
元
重
が
出
仕
し
た
。
諸
国
勧
進
に
出
て
い
た
惣

領
藤
若
観
世
大
夫
は
十
郎
（
十
郎
元
雅
の
子
、
世
阿
弥
の
嫡
孫
）、
軽
服
の
庶
子
全

三
郎
は
四
世
に
数
え
ら
れ
る
観
世
大
夫
（
法
名
シ
ョ
ウ
セ
イ
、
政
盛
、
正
盛
、
松
盛
）

と
い
う
。
な
お
奈
良
奉
行
所
与
力
玉
井
家
の
『
庁
中
漫
録
』
和
州
誌
に
、「
神
宮
預

中
臣
祐
松
記
曰
」
と
し
て
猿
楽
関
係
記
事
の
ほ
ぼ
同
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
本
記

に
見
え
な
い
「
社
司
・
氏
人
見
物
之
、」
と
い
っ
た
字
句
が
あ
り
、
単
純
に
本
記
か

ら
の
抄
出
と
は
言
え
な
い
が
、祐
松
は
祐
識
弟
祐
仲
の
子
で
新
家
と
し
て
続
く
か
ら
、

元
の
素
材
を
共
有
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

本
記
で
は
祐
識
の
個
人
的
な
事
柄
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
な
い
が
、
九
月
十
四
・
十

五
日
条
に
は
、
吹
田
の
産
霊
宮
、
私
市
の
獅
子
窟
寺
へ
参
詣
し
た
記
事
が
み
え
る
。

母
方
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
祐
識

〔
庵
カ
〕譲

〔
多
端
〕

（
13
）

（
院
）

（
外
山
）（
宝
生
）

（
結
）

（
又
）

（
14
）
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は
尋
尊
の
御
師
を
勤
め
、
七
月
の
瓜
、
年
末
の
巻
数
進
上
が
恒
例
で
（
本
年
七
月
三

日
・
十
二
月
二
十
八
日
条
）、
訴
訟
関
係
の
取
次
や
指
示
伝
達
の
窓
口
に
も
な
っ
て

い
る
。
尋
尊
と
の
関
わ
り
で
祐
識
が
確
認
さ
れ
る
の
は
本
年
が
ほ
ぼ
最
後
で
、『
同
』

翌
六
年
十
二
月
二
十
二
日
条
で
は
「
辰
市
代
権
預
祐
松
」
が
巻
数
を
進
上
し
て
い
る
。

大
乗
院
門
跡
の
御
師
得
分
に
つ
い
て
は
、『
同
』
明
応
八
年
（
一
四
九
九
）
十
二
月

十
二
日
条
に
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
の
祐
識
の
処
分
状
が
写
さ
れ
、
先
の
社
訴
に

み
え
る
久
世
庄
・
祝
薗
庄
・
小
坂
西
方
な
ど
に
得
分
が
あ
っ
た
。
ま
た
『
同
』
康
正

三
年
（
一
四
五
七
）
正
月
冊
後
附
に
収
め
ら
れ
た
前
年
寺
務
寺
領
支
配
に
よ
る
と
、

祐
識
は
沢
良
宜
荘
を
与
え
ら
れ
た
。
な
お
『
同
』
明
応
元
年
八
月
二
十
八
日
条
に
は
、

辰
市
の
杏
郷
に
関
す
る
祐
識
の
自
筆
記
録
が
長
文
に
わ
た
り
転
写
さ
れ
て
い
る
。
本

記
九
月
二
十
一
日
条
に
、経
覚
よ
り
御
綿
上
分
一
屯
が
送
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、『
経

覚
私
要
鈔
』
九
月
五
日
条
「
細
呂
宜
郷
綿
十
屯
且
出
来
」
と
対
応
す
る
か
。

　

翻
刻
は
、
お
お
む
ね
通
行
の
文
字
に
直
し
た
が
、
若
干
も
と
の
字
形
を
残
し
、
改

行
は
追
い
込
み
、
一
つ
書
き
・
字
高
を
整
え
る
な
ど
、
通
例
に
従
っ
た
。
春
日
大
社

所
蔵
の
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
筆
耕
本
（
日
記-

六
、
史
料
編
纂
所
写
真
帳

［6170.65-4-9

］）
を
粕
谷
真
理
子
氏
が
電
子
入
力
し
、
原
本
写
真
に
よ
っ
て
土
山
・

藤
原
が
校
正
し
、
解
題
を
藤
原
が
執
筆
し
た
。
原
本
ご
所
蔵
者
な
ら
び
に
春
日
大
社

国
宝
殿
・
松
村
和
歌
子
氏
に
は
種
々
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
。

〔
注
〕

（
１
）　

春
日
大
社
所
蔵
『
中
臣
祠
官
補
任
記
』（
書
画-

九
八
、
史
料
編
纂
所
写
真
帳

［6170.65-4-88

］）、『
春
日
神
社
文
書
』
第
三
（
一
九
四
〇
年
）「
辰
市
家
系
譜
」、

大
東
延
篤
編
『
新
修
春
日
社
社
司
補
任
記
』（
一
九
七
二
年
）
な
ど
。

（
２
）　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
紙
背
文
書
』
一
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
一
二
八
・

一
四
二
・
二
八
二
・
三
四
五
・
七
〇
六
・
八
一
五
・
八
二
九
・
九
七
六
号
、『
史
料
纂

集　

福
智
院
家
文
書
』
三
（
八
木
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
九
〇
・
九
一
頁
、
あ
る
い

は
『
三
箇
院
家
抄
』
紙
背
文
書
第
三
冊
二
〇
（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

ブ
「
三
箇
院
家
抄
第
三
冊
」
九
二
コ
マ
）・
二
一
（
同
九
一
コ
マ
）・
三
五
（
同

一
〇
七
コ
マ
）、
第
四
冊
五
四
（
同
「
三
箇
院
家
抄
第
四
冊
」
一
三
〇
コ
マ
）。
文
書

番
号
は
八
嶌
幸
子
「「
三
箇
院
家
抄
」「
日
記
目
録
」
等
紙
背
文
書
内
容
細
目
」（『
北

の
丸
』
三
六
、二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
。

（
３
）　

関
連
し
て
臨
川
寺
文
書
に
加
賀
国
大
野
荘
へ
の
守
護
使
不
入
の
寛
正
五
年
十
二
月

二
十
五
日
の
尾
張
守
（
畠
山
政
長
）
差
出
・
赤
松
次
郎
法
師
（
政
則
）
充
の
幕
府
御

教
書
が
あ
る
（『
加
能
史
料
』
室
町
Ⅳ
、
二
九
〇
頁
）。

（
４
）　

小
泉
宜
右
編
『
史
料
編
纂　

経
覚
私
要
鈔
』
十
一
（
八
木
書
店
、
二
〇
一
九
年
）「
経

覚
年
譜
」
に
て
、
本
記
も
若
干
利
用
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
紙
背
文
書
』
三
三
一
号
に
正
月
十
四
日
の
将
軍
御
判
御
教
書

案
、
三
二
九
号
に
正
月
廿
日
の
管
領
奉
御
教
書
案
、
三
三
〇
号
に
正
月
二
十
五
日
の

越
前
守
護
斯
波
義
廉
遵
行
状
案
が
あ
り
、
管
領
奉
書
は
国
立
公
文
書
館
所
蔵
大
乗
院

文
書
『
大
乗
院
文
書
〈
足
利
義
満
春
日
社
新
一
切
経
料
安
堵
状
以
下
七
通
〉
七
』
古

文
書
・
永
享
至
寛
正
［
古
二
五-

四
八
四-

七
］
の
う
ち
に
原
本
も
伝
わ
る
。

（
６
）　

寛
正
五
年
五
月
の
奥
書
が
あ
り
、
こ
の
年
の
神
木
動
座
を
承
け
て
成
立
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
上
野
麻
彩
子
・
北
村
彰
裕
・
黒
田
智
・
西
尾
知
己
「『
神
木
動
座
度
々
大

乱
類
聚
』
の
翻
刻
と
紹
介
」（『
早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所
紀
要
』
三
、二
〇
一
一
年
）。

他
社
寺
を
含
め
た
全
体
的
な
動
向
に
つ
い
て
は
、
西
尾
知
己
「
中
世
後
期
強
訴
論
の

整
理
と
課
題
︱
神
輿
動
座
・
入
洛
の
通
時
的
検
討
を
ふ
ま
え
て
︱
」（『
関
東
学
院
大

学
人
文
科
学
研
究
所
報
』
四
四
、二
〇
二
一
年
）
を
参
照
。
前
年
末
の
神
木
動
座
に
至

る
ま
で
は
、
鈴
木
良
一
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』（
そ
し
え
て
、
一
九
八
三
年
）

一
七
一
～
六
頁
な
ど
。

（
７
）　

二
月
五
日
に
中
御
門
宣
胤
奉
の
後
花
園
天
皇
綸
旨
が
興
福
寺
別
当
東
院
兼
円
に
下

さ
れ
て
い
る
（『
春
日
大
社
文
書
』
一
冊
一
〇
号
）
が
、
こ
の
件
は
春
日
社
ま
で
は
伝

わ
っ
て
い
な
い
。

（
８
）　

長
禄
四
年
（
一
四
六
〇
）
十
二
月
「
春
日
社
一
同
訴
状
案
」（
大
東
家
文
書
、『
春

日
神
社
文
書
』
一
一
六
号
、『
春
日
大
社
文
書
』
六
巻
一
一
五
号
）。

（
９
）　
『
建
内
記
』
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
正
月
二
十
四
日
・
二
十
八
日
、
同
四
年
二
月

十
九
日
・
二
十
二
日
、
十
一
月
二
十
三
日
条
ほ
か
。
直
接
の
訴
訟
の
対
象
は
菱
田
氏

（
15
）

（
摂
津
国
島
下
郡
）
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に
よ
る
押
領
で
、
寛
正
二
年
の
管
領
細
川
勝
元
奉
書
案
が
あ
る
（『
春
日
大
社
所
蔵
大

東
家
文
書
目
録
』
二
〇
一
三
年
、
八
五
頁
、
大
東
家
所
蔵
「
大
東
家
文
書
」
附
載
五
号
）。

現
在
は
春
日
大
社
へ
追
加
奉
納
さ
れ
て
、
全
体
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

充
所
の
辰
市
殿
の
傍
注
を
祐
職
と
し
た
が
、
正
し
く
は
祐
識
。

　
　
　
　

 

春
日
社
領
山
城
国
祝
薗
庄
事
、
為
一
円
進
止
之
地
之
処
、
近
年
号
地
頭
職
、
堅

接
院
雖
申
給
奉
書
、
被
召
返
之
訖
、
次
峯
松
名
事
、
菱
田
押
領
云
々
、
太
不
可
然
、

各
止
彼
妨
、
社
家
全
知
行
、
可
被
専
神
用
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　
　

寛
正
二
年
九
月
十
日　
　
　
　

右
京
大
夫
御
判

　
　
　
　
　
　
　
　

辰
市
殿

（
10
）　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
寛
正
四
年
十
月
十
八
日
条
の
国
中
掟
法
の
第
二
項
が
私
段

銭
停
止
、『
同
』
延
徳
二
年
冬
冊
後
付
「
文
安
・
寛
正
以
来
奈
良
中
・
国
中
新
儀
狼
藉

条
々
」
も
参
照
。

（
11
）　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
六
月
二
十
四
日
条
「
朝
倉
教
影

〔
景
〕名

字
、
於
修
正
手
水
所
釜

内
呪
詛
之
由
、
昨
日
自
学
侶
両
堂
司
ニ
仰
了
」
と
あ
り
、
籠
名
に
よ
る
寺
敵
認
定
か

ら
呪
詛
・
調
伏
の
段
階
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
萩
原
大
輔
「
中
世
「
名
を
籠
め
る
」

文
書
論
︱
宝
珠
院
現
蔵
文
書
の
な
か
の
籠
名
札
・
調
伏
札
の
紹
介
︱
」（『
史
林
』

九
三-

六
、二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
12
）　

植
木
行
宣
「
延
年
風
流
と
そ
の
形
成
」（『
芸
能
史
研
究
』
一
一
、一
九
六
五
年
。『
中

世
芸
能
の
形
成
過
程
』〔
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年
〕
再
録
時
に
「
本
坊
」
と
誤
植
あ

り
）。
ま
た
応
永
二
十
八
年
（
一
四
二
一
）『
維
摩
会
講
師
坊
引
付
』
で
も
、
若
音
・

兒
ら
が
水
坊
で
稽
古
し
て
お
り
、
師
に
は
声
明
方
音
頭
を
勤
め
る
太
輔
公
憲
清
が
い

る
（
松
尾
恒
一
『
延
年
の
芸
能
史
的
研
究
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
七
年
）。
な
お
安
田

次
郎
「
維
摩
会
の
延
年
」（
小
林
健
二
編
『
中
世
の
芸
能
と
文
芸
』
竹
林
舎
、

二
〇
一
二
年
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
13
）　

奈
良
県
立
美
術
館
編
『
雪
舟
・
世
阿
弥
・
珠
光
︙
中
世
の
美
と
伝
統
の
広
が
り
』

（
二
〇
一
六
年
）
№
47
に
カ
ラ
ー
図
版
掲
載
。
表
章
『
観
世
流
史
参
究
』（
檜
書
店
、

二
〇
〇
八
年
）
七
二
・
八
三
頁
等
も
参
照
。「
金
」
三
郎
の
誤
写
と
い
う
よ
り
、「
全
」

を
「
マ
タ
」
と
訓
ま
せ
る
ら
し
い
。

（
14
）　

奈
良
県
地
域
振
興
部
文
化
資
源
活
用
課
編
『
奈
良
史
料
叢
書
』
一
（
二
〇
一
六
年
）

三
〇
・
三
一
頁
。「
和
州
誌
」
は
原
本
散
逸
し
て
写
本
が
春
日
大
社
所
蔵
（
雑
︱

二
〇
）。

（
15
）　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
十
二
月
一
日
条
に
は
、
辰
市
家

代
々
が
大
乗
院
門
跡
の
御
師
を
勤
め
た
と
す
る
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
　

 

権
預
祐
松
・
祐
梁
参
申
、
祐
次
初
参
、
︙
去
月
廿
一
日
元
服
、
五
歳
也
云
々
、祐

梁

之
子
也
、
当
家
予
見
来
分
、
正
預
兼
若
宮
神
主
祐
時
・
権
預
祐
識
・
権
預
祐
藤
・

権
預
祐
梁
・
祐
次
五
代
見
之
、
又
権
預
祐
識
之
舎
弟
当
正
預
正
三
位
祐
仲
・
権

預
祐
松
・
祐
嗣
及
三
代
見
来
、
是
皆
祐
康
・
祐
有
末
孫
、
門
跡
代
々
御
師
也
、

　
　

 　

前
注
２
の
紙
背
文
書
は
、
御
師
と
し
て
の
八
朔
・
歳
末
巻
数
に
関
す
る
も
の
が
大

部
分
で
あ
る
。

　
　
　

御
師
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
松
村
和
歌
子
「
中
世
春
日
社
の
社
司
と
祈
祷
」（『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
四
二
、二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

【
付
記
】
本
稿
はJSPS

科
学
研
究
費
補
助
金18H

03583

（
研
究
代
表
者
・
遠
藤
基
郎
）
に

よ
る
成
果
を
含
む
。

（
祐
常
）



（　 ）　『寛正五年中臣祐識記』（下）（藤原・土山）177

【
補
遺
】「
春
日
大
社
所
蔵
『
文
正
元
年
中
臣
延
祐
記
』」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

研
究
紀
要
』
三
〇
、
二
〇
二
〇
年
）
一
八
二
頁
下
段
・
正
月
一
日
条

※
前
半
は
個
人
蔵
断
簡
、
後
半
は
春
日
大
社
所
蔵
『
社
家
筆
蹟
』
延
胤
。

寛
正
七
年
丙戌

正
月
一
日
、
天
下
太
平
・
国
土
豊
穣
・
寺
社
繁
栄
・
家
門
再
興
、
珍

重
々
々
、

一
、
元
日
御
強
御
供
五
ケ
度
、
音
楽
在
之
、

平
調
、　　

見
参
社
司
、
祐
前　

祐
風　

祐
松　

祐
弥

　

祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
延
光
正
預
代
、　

祐
夏
、
大
中
臣
氏
人
、
師
種
神
主
代
、　

師
淳　

　

時
綱　

師
詮
、

一�

、
御
強
御
供
音
楽
勤
仕
者
、
楽
所
之
所
役
也
、
別
而
下
行
物
□
之
、

一�

、
一
日
旬
御
神
事
如
例
、
御
供
十
ケ
度
、
音
楽
在
之
、白

杖
基
定
北
郷
一
臈
、　

御
幣
守
弘

同
二
、　

散
米
徳
継
同
三
、　

旬
年
預
氏
人

時
隆
、　

日
並
朝
夕
氏
人
時
隆
、

神
□
□
徳
、
朔
御
供
小
坂
庄
役
、

氏
人
□
梁
、

本
□
種
□
方
様
御
願
、

氏
人
師
淳
、

本
六
種
年
始
方
河
口
庄
役
、□
□
□
□
内
、

名
主
氏
人
祐
梁
、　　
　
　
　

西
郷
四
種
若
宮
神
主
祐
勝
、

先
例
新
六
種
也
、

四
種
田
辺
庄
役
、氏
人
師
淳
奉
行
、

□
年
□
□
□
□
也
、　　
　

神
戸
神

�

」

　

�

川
原
庄
正
預
延
祐
、以

上
、
見
参
社
司
、
執
行
正
預
正
四
位
中
臣
連
延
祐　

新
神
主

従
五
位
上
大
中
臣
朝
臣
時
勝　

権
預
従
五
位
上
中
臣
連
祐
仲　

次
預
従
五
位
上
中

臣
連
延
胤　

権
預
従
五
位
下
中
臣
連
祐
前　

権
預
従
五
位
下
中
臣
連
祐
風　

神
宮

預
従
五
位
下
中
臣
連
祐
松　

加
任
預
従
五
位
下
中
臣
連
祐
弥　

若
宮
神
主
従
五
位

下
中
臣
連
祐
勝
、
中
臣
氏
人
、
中
務
少
輔
延
光　

散
位
祐
夏　

散
位
延
俊　

祐
辰
、

大
中
臣
氏
人
、
民
部
大
輔
時
憲　

宮
内
大
輔
師
種　

刑
部
大
輔
師
淳　

大
蔵
大
輔

時
綱　

宮
内
少
輔
師
隆　

時
隆　

師
和
、

　

不
参
社
司
、
神
主
家
徳�

権
神
主
家
久
各
軽
服
、�

権
預
祐
文�

権
預
延
盛
、
各
故
障
、

　
　

※
訂
正
：
解
題
・
本
文
中
の
祐
友
→
祐
夏
。 〔

主
家
〕

〔
祐
〕

〔
六
〕
〔
公
〕

〔
十
日
御
供
カ
〕

〔
去
〕

〔
庄
役
〕

権

詮〻




